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文京区耐震改修促進計画（案）について 

 

 

１ 概要 

国は「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」を令和７年７

月に一部改正し、東京都は東京都耐震改修促進計画の改定を令和８年３月に予定してい

る。これらの上位計画等との整合を図るため、現行の文京区耐震改修促進計画（以下、「耐

震改修促進計画」という。）の改定に向け検討し、耐震改修促進計画（案）を作成したの

で報告する。 

 

２ パブリックコメントにおける意見 

 実 施 期 間：令和７年 12月 17日（水）～令和８年１月 15日（木）まで 

 意見提出者数：１名 

 意 見 件 数：３件 

意見に対する区の考え方：別紙１のとおり 

 

３ 耐震改修促進計画（案） 

  別紙２のとおり 

【素案からの主な修正内容】 

(1) 「2000年基準の耐震化率」を「現行基準の耐震化率」に修正（PDFの P7、P16、P23～

25） 

(2) 特定緊急輸送道路や施策内容については、今後変更が想定されるため、最新情報を参

照できるように QRコードを付記（PDFの P11、P39～44、P46～49、P53～54） 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

  令和８年２月 19日      議会報告（災害対策調査特別委員会） 

３月         耐震改修促進計画の改定（公表） 
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文京区耐震改修促進計画改定（素案）に対する 

意見募集の結果について 

 

1. 意見募集の概要 

件名 文京区耐震改修促進計画改定（素案） 

募集期間 令和 7 年 12 月 17 日から令和 8 年 1 月 15 日まで 

提出方法 Logo フォーム（３件）、郵送（0 件）、ファクシミリ（0 件）、持参（0 件） 

提出者数 １人 

提出件数 ３件 

 

2. ご意見に対する区の考え方 

No. ご意見【原則原文のとおり】 区の考え方 

1 ●P.16 

一般緊急輸送道路は日医大病院、都立

駒込病院、東京科学大附属病院、東大附

属病院といった発災時救援活動の拠点

病院へのアクセスに必要不可欠な幹線

であり、その重要性は特定緊急輸送道路

沿道建築物と比して劣らないと考える。 

一方で貴区の取り組みは、沿道建築物

耐震化助成事業のみであり、対象建築物

数や耐震診断結果すら定量的に把握で

きていない状況で、耐震化の目標におい

ても具体的な数値目標が設定されてい

ない。 

KPI が設定されていない事業は口だけの

がんばります宣言でしかなく、区民の生

命を守るべき区役所の姿勢としては怠

慢ではないか。法的な義務がないことを

盾にした行政の不作為と言える。帝都復

興事業で辣腕を振るった後藤新平氏も

定量調査を非常に重視していたことを

ふまえ、まずは一般緊急輸送道路沿いの

対象建築物数や耐震診断結果の情報収

集を具体的な進捗予定の KPI を設定の

うえ、早急に進めるべきではないか。 

貴区の SNS を見ていると区民の生命・

区はこれまでも耐震改修促進法に基づ

き、都知事により指定された特定緊急輸送

道路沿道建築物の耐震化に重点を置いて取

り組んでまいりました。これは、震災時の救

命・消火活動等の根幹を支える路線を優先

的に確保するという都市全体の戦略に基づ

くものです。一方で、一般緊急輸送道路が災

害拠点病院へのアクセスとして極めて重要

であるというご指摘は、区としても認識し

ております。 

一般緊急輸送道路沿道建築物につきまし

ては、東京都の耐震改修促進計画に位置付

けられておりますが、現行法では耐震診断

結果の報告が義務付けられていないため、

現時点において区が個別の耐震化状況を定

量的に把握できておりません。今後、東京都

と連携し、対象となる建築物の把握を進め

るとともに、耐震診断をはじめとする耐震

化の取り組みを促進してまいります。 

別紙１ 
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財産の保護に直結しない今やらなくて

もいいようなレベルのイベント事業ば

かり PR しているが、そんな緊急性のな

い事業を実施する余裕があるなら、区民

の生命・財産の保護に直結する防災事業

に全力を尽くしてほしい。 

2 ●P.27 

「崖・擁壁（以下「崖等」という。）の

維持管理や対策の必要性について啓発」

とあるが、貴区自身の施設は大丈夫なの

か？例えば八中の東側擁壁について、ご

くわずかだが道路側に向かって傾いて

いないか？ 

区が所有する擁壁につきましては、各施

設の所管課の責任において維持管理を行っ

ております。ご指摘の第八中学校の擁壁に

つきましては、所管課である教育委員会学

務課において現状を把握しており、定期的

に経過観察を行っております。 

3 ●P.29 

高経年マンション対策のところで、

「区分所有者の合意形成の難しさ等に

より、管理不全に陥るマンションの増

加」とあるが、合意形成を難しくしてい

るのは、貴区の絶対高さ規制が大きな要

因ではないか。後出しジャンケンで設定

した絶対高さ規制により、建て替えで十

分な床面積を確保できなくなっている

のではないか？2018 年に発行された「倒

壊させてたまるか」という書籍では、管

理組合理事長による老朽マンション建

て替えでの苦労が述べられているが、そ

の際の貴区の非協力的な態度が非難さ

れており、SNS でも一時話題になってい

たのを目にしている。 

高経年マンションが建て替えられず

に困るのは当該マンション住民だけで

はなく倒壊時に影響を受ける周囲の区

民であるという、根本的な認識が欠けて

いるのではないか？ 

絶対高さ規制の撤廃の検討を明記すべ

きと考える。 

マンションの建替えには、絶対高さ制限

のほか、容積率や日影規制など複数の形態

規制が関わっております。また、区分所有

者の合意形成が困難であることは、全国の

自治体に共通する極めて重要な課題である

と認識しております。 

良好な住環境の維持と、防災上の観点か

ら高経年マンションの建て替え促進を両立

させることは区としても重要であると考え

ています。居住者および周囲の区民の安全

のため耐震改修を進めるとともに、マンシ

ョン建替円滑化法の活用を進めるなど、高

経年マンション対策を推進してまいりま

す。 
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※下線部は素案からの変更箇所を示す。 

別紙２ 
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本計画において使用する用語の定義はそれぞれ次のとおりとする。 

旧耐震基準 昭和 56年５月 31日以前の建築基準法に規定されていた耐震基準。 

新耐震基準 昭和 56年６月１日施行の改正建築基準法により新たに規定された耐震基準。この基

準では、中規模の地震動（震度５強程度）に対してほとんど損傷を生じず、大規模の

地震動（震度６強～７程度）に対しては人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害が生

じないことを目標としている。 

2000年基準 平成 12 年（2000 年）６月１日施行の改正建築基準法により明確化された木造（在来

軸組工法）を対象とする耐震基準をいう。壁の配置バランスや接合部の仕様等が具

体的に明示された。３階建て以上の場合は構造計算が義務付けられているため、一

般的には２階建て以下の在来軸組工法の木造建築物が該当する。なお、枠組壁工

法（２×４）及び非木造の建築物については規定が改正されていないため、2000年以

降も新耐震基準となる。 

現行基準 ２階建て以下の在来軸組工法の木造建築物は 2000年基準、その他の建築物は

新耐震基準をいう。 

新耐震基準の木造

住宅 

昭和 56年６月１日から平成 12年５月 31日までに工事に着手した２階建て以下の在

来軸組工法の木造住宅。 

耐震化率 対象建築物（又は住戸）全数に占める耐震性能を満たす建築物（又は住戸）の割合。

なお、特に断らずに「耐震化率」と記載してある場合は、従来通り、新耐震基準の耐

震化率を示すものとする。 
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第１章 はじめに 

 

１．背景と目的 

(1) 背景 

平成７年１月の兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）では、地震により 6,434 人の尊い命が

奪われ、約 25万棟に及ぶ建築物の倒壊等の甚大な被害をもたらした。このうち、地震による直

接的な死者数は 5,502 人であり、さらに、この約９割の 4,831人が建築物の倒壊等（10万棟を

超える建築物が全壊）によるものであった。この教訓を踏まえ、国は平成７年 12月に「建築物

の耐震改修の促進に関する法律（平成７年 12 月施行）」（以下「耐震改修促進法」という。）を

施行した。 

平成 18年１月には、改正された耐震改修促進法及び「建築物の耐震診断及び耐震改修を図る

ための基本的な方針」（以下「国の基本方針」という。）により、都道府県及び市町村において、

建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための「耐震改修促進計画」を策定することが規

定された。 

これを受け、東京都では平成 19 年３月に「東京都耐震改修促進計画」（以下「都計画」とい

う。）が策定され、文京区においても平成 20年３月に「文京区耐震改修促進計画」（以下「本計

画」という。）を策定し、耐震化施策を総合的に進めてきた。 

しかし、我が国では平成 23年３月に発生した東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）等が相

次いで発生し、平成 28 年４月の熊本地震では平成 12 年以前に建てられた新耐震基準の木造住

宅の一部においても倒壊の被害が確認され、平成 30年６月の大阪府北部地震ではブロック塀等

の倒壊により重大な被害が生じた。 

令和４年５月に公表された「首都直下地震等による東京の被害想定（東京都防災会議）」では、

南関東地域でマグニチュード７クラスの大規模地震が 30 年以内に発生する確率は 70％と示さ

れ、その切迫性が指摘される中、災害に強い都市基盤の整備は急務であり、建築物の更なる耐

震化が必要である。 

 

(2) 目的 

文京区では、地震による建築物の被害・損傷を最低限に止める減災の視点を基本において、

区民の生命と財産を保護することを目的として本計画を平成 20 年３月に策定し、その後、数

度の改定を行ってきた。本計画の改定から５年が経過し、国の基本方針及び都計画の改定が行

われ、区の耐震化の現状も変化している。これらを適切に反映し、耐震化を促進する取り組み

を強化するため、本計画を改定する。 

 

  

P8 



2 

２．位置付け 

本計画は、耐震改修促進法第６条第１項の規定に基づき策定するものであり、都計画及び文

京区地域防災計画等との整合を図るものとする。 

また、文京区基本構想に基づくとともに、文京区都市マスタープランや文京区住宅マスター

プラン等の分野別施策との整合を図りながら定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2-1 文京区耐震改修促進計画の位置づけ 

 

 

３．計画期間 

本計画の期間は、平成 20 年度から令和 17 年度までとする。社会情勢の変化や関連計画の改

定に適切に対応するため、概ね５年を目途として検証を行い、必要に応じて計画の見直しを行

う。次回検証時には、令和 12年度末時点の目標に対する検証を通じて、耐震化の促進に向けた

施策等の検討を行うこととする。 

  

建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針 

東京都耐震改修促進計画 

文京区基本構想 

「文の京」総合戦略 

文京区耐震改修促進計画 

文京区地域防災計画 

文京区住宅マスタープラン 等 

文京区都市マスタープラン 

関連計画 

国 

東京都 

文京区 

文京区 

国土強靭化地域計画 

上位計画 
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４．対象区域及び対象建築物 

本計画の対象区域は文京区全域とする。 

対象とする建築物は、原則として旧耐震基準で建築された建築物のうち、表 1-4-1 に示すも

のとする。ただし、住宅については新耐震基準の木造住宅（昭和 56 年６月１日から平成 12 年

５月 31日までに工事に着手した２階建て以下の在来軸組工法の木造住宅）も対象とする。 

 

表 1-4-1 耐震改修促進計画の対象建築物 

対象建築物の種類 内   容 備考 

住宅 
・戸建住宅、共同住宅 （長屋住宅を含

む） 

・昭和 56 年６月１日から平成 12

年５月 31日までに工事に着手し

た２階建て以下の在来軸組工

法の木造住宅を含む 

防災上重要な 

公共建築物 

・東京都震災対策条例第 17 条に位置

付けている建築物等 
・国や東京都の建築物を除く 

民間特定建築物 
・多数の者が利用する一定規模以上の

民間建築物 

・耐震改修促進法第 14 条第１項

第１号及び第２号に定める特定

既存耐震不適格建築物で、住

宅、公共建築物を除くもの 

要緊急安全確認 

大規模建築物 

・地震に対する安全性を緊急に確かめ

る必要がある大規模な建築物 

[耐震診断義務付け建築物] 

・耐震改修促進法附則第３条第１

項に定める建築物 

特定緊急輸送道路※1 

沿道建築物 

(要安全確認計画記

載建築物) 

・東京における緊急輸送道路沿道建築

物の耐震化を推進する条例（平成 23

年東京都条例第 36 号。以下「耐震化

推進条例」という。）に基づいて指定さ

れた特定緊急輸送道路（耐震改修促

進法第５条第３項第２号に基づく「建築

物集合地域通過道路等」）に接する一

定の高さを超える建築物（図 1-4-2 参

照） 

[耐震診断義務付け建築物] 

・耐震改修促進法第７条第１項に

定める要安全確認計画記載建

築物※2 

一般緊急輸送道路※1 

沿道建築物 

・緊急輸送道路のうち、特定緊急輸送

道路を除く道路（耐震改修促進法第５

条第３項第３号）に接する一定の高さ

を超える建築物（図 1-4-2参照） 

・耐震改修促進法第 14 条第１項

第３号に定める特定既存耐震不

適格建築物 

緊急道路障害物除去

路線沿道建築物 

・緊急道路障害物除去路線（耐震改修

促進法第６条第３項第２号）に接する

一定の高さを超える建築物 

・耐震改修促進法第 14 条第１項

第３号に定める特定既存耐震不

適格建築物 

 

 
※1 ： 緊急輸送道路とは、東京都地域防災計画に定められた道路で、震災時において救急・救命活動や緊急支援物資の輸送等の大動

脈となる道路をいう。都は耐震化推進条例に基づき、緊急輸送道路のうち、特に沿道建築物の耐震化を図る必要があると認める

道路を「特定緊急輸送道路」として指定している。特定緊急輸送道路以外の緊急輸送道路を「一般緊急輸送道路」という。 
※2 ： 都は、特定緊急輸送道路に面する組積造の塀のうち、一定の要件に該当するもの（図 1-4-3 参照）を「要安全確認計画記載建築

物」に追加し、令和２年４月１日から耐震診断の実施を義務付けた。文京区においては、令和８年３月時点で該当する組積造の塀

は存在しない。 
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図 1-4-2 沿道建築物の要件 

出典：東京都耐震改修促進計画（改定）令和５年３月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-4-3 通行障害建築物となる組積造の塀の要件 

出典：東京都耐震改修促進計画（改定）令和５年３月 

 

  

①前面道路幅員が 12ｍを超える場合 ②前面道路幅員が 12ｍ以下の場合 

緊急輸送道路に敷地が接する建築物のうち、次の全てに該当する建築物 
・新耐震基準導入より前に建築された建築物 
・以下の①又は②の高さを超える建築物 

特定緊急輸送道路に接する建物に附属する組積造の塀のうち、次の全てに該当する塀 
・新耐震基準導入より前に建築された塀 
・長さが８mを超える塀 
・高さが塀から道路中心線までの距離を 2.5で除して得た数値を超える塀 
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表 1-4-2 特定既存耐震不適格建築物一覧表（耐震改修促進法第 14 条、第 15 条、附則第３条） 

   用   途 

特定既存耐震不適格建

築物の要件 

（法第14 条） 

指示※3対象となる特定
既存耐震不適格建築物
の要件 
（法第15 条） 

要緊急安全確認大規模

建築物の規模要件 

（附則第3 条） 

学 校 

小学校、中学校、中等教育学校の前期課

程、特別支援学校 

階数2以上かつ 

1,000 ㎡以上(屋内運動

場の面積を含む) 

階数2以上かつ 

1,500 ㎡以上(屋内運動

場の面積を含む) 

階数2以上かつ 

3,000 ㎡以上(屋内運動

場の面積を含む) 

上記以外の学校 
階数3以上かつ 

1,000㎡以上 
  

体育館(一般公共の用に供されるもの) 
階数1以上かつ 

1,000㎡以上 

階数1以上かつ 

2,000㎡以上 

階数1以上かつ 

5,000㎡以上 

ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類

する運動施設 

階数3以上かつ 

1,000㎡以上 

階数3以上かつ 

2,000㎡以上 

階数3以上かつ 

5,000㎡以上 

病院、診療所 

劇場、観覧場、映画館、演芸場 

集会場、公会堂 

展示場 

卸売市場   

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 階数3以上かつ 

2,000㎡以上 

階数3以上かつ 

5,000㎡以上 ホテル、旅館 

賃貸住宅(共同住宅に限る。)、寄宿舎、下宿 
  

事務所 

老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他

これらに類するもの 階数2以上かつ 

1,000㎡以上 

階数2以上かつ 

2,000㎡以上 

階数2以上かつ 

5,000㎡以上 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉セ

ンター等に類するもの 

幼稚園、保育所 
階数2以上かつ 

500㎡以上 

階数2以上かつ 

750㎡以上 

階数2以上かつ 

1,500㎡以上 

博物館、美術館、図書館 

階数3以上かつ 

1,000㎡以上 

階数3以上かつ 

2,000㎡以上 

階数3以上かつ 

5,000㎡以上 

遊技場 

公衆浴場 

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホ

ールその他これらに類するもの 

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類する

サービス業を営む店舗 

工場（危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建

築物を除く。） 
  

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構

成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するも

の 
階数3以上かつ 

2,000㎡以上 

階数3以上かつ 

5,000㎡以上 
自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は

駐車のための施設 

保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な

建築物 

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 

政令で定める数量以上

の危険物を貯蔵し、又は

処理するすべての建築

物 

500㎡以上 

階数1 以上かつ 

5,000 ㎡以上で敷地境

界線から一定距離以内

に存する建築物 

避難路沿道建築物 

耐震改修促進計画で指

定する避難路の沿道建

築物であって、前面道路

幅員の１/２超の高さの

建築物（道路幅員が 12

ｍ以下の場合は６ｍ超） 

左に同じ  

 

 
※3 ： 耐震改修促進法第 15条第２項に基づく指示 
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５．想定される地震の規模・被害の状況 

「文京区地域防災計画（令和６年度改正）」では、震災時の対応や今後の対策を検討する上で、

令和４年５月に公表された「首都直下地震等による東京の被害想定（東京都防災会議）」のうち、

文京区での被害が最大となる都心南部直下地震及び多摩東部直下地震（いずれもマグニチュー

ド 7.3、冬・夕方、風速 8m/s）が前提条件とされている。 

また、上記の被害想定では、平成 28年の熊本地震における被害の特徴として指摘された「新

耐震基準の木造住宅」について、2000年基準による耐震化を実現した場合の被害軽減効果が示

された（資料編３参照）。 

表 1-5-1 首都直下地震による文京区の被害想定 

項  目 都心南部直下地震 多摩東部直下地震 

地震の規模 マグニチュード7.3 

発生季節 ／ 風速 ／ 時刻 冬 ／ 8m/s ／ 夕方 

震度別 

面積率 

震度５強以下 （％） 0.0％ 0.0％ 

震度６弱 （％） 95.2％ 94.5％ 

震度６強 （％） 4.8％ 5.5％ 

震度７ （％） 0.0％ 0.0％ 

建物棟数 

 （棟） 36,191 

木造 （棟） 19,871 

非木造 （棟） 16,320 

建物被害 

建物全壊 （棟） 468 512 

 

ゆれ （棟） 444 494 

液状化 （棟） 23 18 

急傾斜地崩壊 （棟） 0 0 

建物半壊 （棟） 2,461 2,519 

 

ゆれ （棟） 2,331 2,422 

液状化 （棟） 130 95 

急傾斜地崩壊 （棟） 1 1 

火災 

出火件数 （件） 5 6 

焼失棟数（倒壊建物含む） （棟） 137 127 

焼失棟数（倒壊建物を含まない） （棟） 135 125 

人的被害 

死者 （人） 29 31 

 

ゆれ建物被害 （人） 15 17 

屋内収容物 （人） 3 3 

急傾斜地崩壊 （人） 0 0 

火災 （人） 3 3 

ブロック塀等 （人） 7 8 

屋外落下物 （人） 0 0 

負傷者（うち重傷者） （人） 1,073（164） 1,176（180） 

 

ゆれ建物被害（うち重傷者） （人） 707（40） 788（49） 

屋内収容物（うち重傷者） （人） 99（22） 99（22） 

急傾斜地崩壊 （人） 0 0 

火災（うち重傷者） （人） 8（2） 9（2） 

ブロック塀等（うち重傷者） （人） 254（99） 274（107） 

屋外落下物（うち重傷者） （人） 6（1） 7（１） 

その他 

避難者数 （人） 39,160 40,163 

 
避難所避難者数 （人） 26,107 26,775 

避難所外避難者数 （人） 13,053 13,388 

閉じ込めにつながり得るエレベーター停止台数 （台） 534 528 

要配慮者死者数 （人） 11 12 

自力脱出困難者数 （人） 234 266 

災害廃棄物 （万ｔ） 29 31 

出典：「首都直下地震等による東京の被害想定」（東京都防災会議、令和４年５月） 
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第２章 耐震化の現状と目標 

 

１．耐震化の現状と課題 

(1) 住宅 

【これまでの取り組み】 

令和３年３月改定時の本計画では、令和７年度末の耐震化率 95％を目標とし、耐震化促進に

取り組んできた。建築物所有者の主体的な取り組みを後押しするため、耐震個別相談会、ダイ

レクトメール、戸別訪問及び耐震化アドバイザーの派遣等による普及啓発を実施し、耐震診断、

耐震設計及び耐震改修工事について助成事業を行ってきた。 

 

【現状】 

① 住宅【新耐震基準】 

耐震化率の推計に当たっては、多面的に耐震化の状況等の把握が行えるように、戸数に加

え棟数による推計も行った。 

(ｱ) 戸数による耐震化率 

令和５年住宅・土地統計調査結果をもとに、令和６年度末における住宅戸数を求めた。

その結果、令和６年度末における区内の住宅の戸数は約 139,220 戸と推計され、住宅の耐

震化率※4を算定すると、92.7％の住宅が耐震性を満たし、7.3％は耐震性を満たしていない

と推計される。 

 

表 2-1-1 住宅の耐震化（戸数）の推計【新耐震基準】（令和６年度末） 

注：住宅数は、住宅・土地統計調査から推計した数値について、表章単位未満の位で四捨五入しているため，総数と内

訳の合計とは必ずしも一致しない。 

 

 

 

 

 
※4 ： 新耐震基準の耐震性を満たす住宅数（昭和 57年以降の住宅数＋昭和 56年以前の住宅のうち、新耐震基準の耐震性を満たす住

宅数）が住宅数（昭和 57年以降の住宅数＋昭和 56年以前の住宅数）に占める割合 

住  宅 
住宅数 

耐震性を 
満たす住宅数 

耐震性を 
満たさない住宅数 

耐震化率 
（令和６年度末） 種別 構造 

戸建住宅 木造 16,120  12,920  3,190  80.1% 

 非木造 6,890  6,420  470  93.2% 

  小 計 23,000  19,340  3,660  84.1% 

共同住宅 木造 6,190  4,940  1,250  79.8% 

(長屋住宅含む) 非木造 110,030  104,840  5,190  95.3% 

  小 計 116,220  109,780  6,440  94.5% 

住宅総数 139,220  129,120 10,110  92.7% 

 (単位：戸)  
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(ｲ) 棟数による耐震化率 

令和５年住宅・土地統計調査結果をもとに、令和６年度末における住宅棟数を求めた。

その結果、令和６年度末における区内の住宅の棟数は約 32,750棟と推計され、住宅の耐震

化率※4 を算定すると、86.6％の住宅が耐震性を満たし、13.4％が耐震性を満たしていない

と推計される。 

 

表 2-1-2 住宅の耐震化（棟数）の推計【新耐震基準】 （令和６年度末） 

注：住宅数は、住宅・土地統計調査から推計した数値について、表章単位未満の位で四捨五入しているため，総数と内

訳の合計とは必ずしも一致しない。 

 

② 住宅【現行基準】 

木造住宅について、2000年基準の耐震性能を満たすと推計される住宅数を算出し、耐震化

率※５の推計を行った。 

(ｱ) 戸数による耐震化率 

令和５年住宅・土地統計調査結果をもとに、住宅の耐震化率※5を算定すると、91.6％の

住宅が耐震性を満たし、8.4％は耐震性を満たしていないと推計される。 

 

表 2-1-3 住宅の耐震化（戸数）の推計【現行基準】（令和６年度末） 

注：住宅数は、住宅・土地統計調査から推計した数値について、表章単位未満の位で四捨五入しているため，総数と内

訳の合計とは必ずしも一致しない。 

 
※5 ： 現行基準の耐震性を満たす住宅数（２階建て以下の在来軸組工法の木造建築物については平成 13年以降の住宅数＋平成 12

年以前の住宅のうち、2000年基準の耐震性を満たす住宅数、その他の建築物については昭和 57年以降の住宅数＋昭和 56年

以前の住宅のうち、新耐震基準の耐震性を満たす住宅数）が住宅数（すべての構造種別の住宅の総数）に占める割合 

住  宅 
住宅数 

耐震性を 
満たす住宅数 

耐震性を 
満たさない住宅数 

耐震化率 
（令和６年度末） 種別 構造 

戸建住宅 木造 16,120  12,920  3,190  80.1% 

 非木造 6,890  6,420  470  93.2% 

  小 計 23,000  19,340  3,660  84.1% 

共同住宅 木造 1,720  1,380  350  80.2% 

(長屋住宅含む) 非木造 8,030  7,650  380  95.3% 

  小 計 9,750  9,020  730  92.5% 

住宅総数 32,750  28,360  4,390  86.6% 

住  宅 
住宅数 

耐震性を 
満たす住宅数 

耐震性を 
満たさない住宅数 

耐震化率 
（令和６年度末） 種別 構造 

戸建住宅 木造 16,120  11,650  4,460  72.3% 

 非木造 6,890  6,420  470  93.2% 

  小 計 23,000  18,070  4,930  78.6% 

共同住宅 木造 6,190  4,670  1,530  75.4% 

(長屋住宅含む) 非木造 110,030  104,840  5,190  95.3% 

  小 計 116,220  109,500  6,720  94.2% 

住宅総数 139,220  127,570  11,650  91.6% 

 (単位：棟)  

 (単位：戸)  
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(ｲ) 棟数による耐震化率 

令和５年住宅・土地統計調査結果をもとに、住宅の耐震化率※5 を算定すると、82.5％の

住宅が耐震性を満たし、17.5％は耐震性を満たしていないと推計される。 

 

表 2-1-4 住宅の耐震化（棟数）の推計【現行基準】（令和６年度末） 

注：住宅数は、住宅・土地統計調査から推計した数値について、表章単位未満の位で四捨五入しているため，総数と内

訳の合計とは必ずしも一致しない。 

 

③ 区営住宅 

区内には５棟の区営住宅（全て鉄筋コンクリート造）がある。このうちの１棟は、昭和 57

年以降に建築されたものであることから耐震性を満たしている。その他の昭和 56年以前に建

築された４棟については、耐震診断の結果、全て耐震性を満たしていた。 

 

表 2-1-5 区営住宅の耐震化の現状 

 

【課題】 

令和３年３月改定時の本計画では、令和７年度末までに耐震化率 95％とすることを目標とし

ていたが、令和６年度末の耐震化率は 92.7％と推計され、目標達成には至っていない。戸建住

宅、共同住宅ともに木造建築物の耐震化率が低い傾向にあり、中でも耐震性が不十分な木造の

戸建住宅は約 3,200戸と推計される。 

また、耐震性に課題のある共同住宅については、区分所有者の合意形成が難しいもの等が存

在し、耐震化への課題となっていると考えられる。 

住宅の倒壊による人的被害を軽減し、さらに在宅避難を推進するため、住宅の耐震化をより

一層促進する必要があり、これまで以上に普及啓発や支援を強化し、効果的に施策を展開する

必要がある。 

住  宅 
住宅数 

耐震性を 
満たす住宅数 

耐震性を 
満たさない住宅数 

耐震化率 
（令和６年度末） 種別 構造 

戸建住宅 木造 16,120  11,650  4,460  72.3% 

 非木造 6,890  6,420  470  93.2% 

  小 計 23,000  18,070  4,930  78.6% 

共同住宅 木造 1,720  1,300  420  75.6% 

(長屋住宅含む) 非木造 8,030  7,650  380  95.3% 

  小 計 9,750  8,950  800  91.8% 

住宅総数 32,750  27,020  5,740  82.5% 

住宅の種別 住宅数 
耐震性を 

満たす住宅数 
耐震性を 

満たさない住宅数 
耐震化率 

（令和６年度末） 

区営住宅 
棟 5棟 5棟 0棟 100% 

戸 80戸 80戸 0戸 100% 

 (単位：棟)  
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(2) 防災上重要な公共建築物 

【これまで取組み】 

区では本計画に基づき、平成 21年５月に「文京区が所有する公共建築物の耐震化整備プログ

ラム」を策定し、防災上重要な建築物の耐震化を推進してきた。その結果、平成 27年度末には

耐震化率 100％の目標が達成されたため、当該プログラムは完了した。平成 28年度以降、建替

えや地域防災計画の改定等によって、対象建築物の数に変化があったことから、今回改めて集

計を行った。 

 

【現状】 

令和６年度末現在、区内の防災上重要な公共建築物は 104 施設であり、すべて必要な耐震性

を満たしている。 

表 2-1-6 防災上重要な公共建築物の耐震化の現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※6 ： 災害対策本部が設置される庁舎、避難所となる学校等 

防災上重要な公共建築物 建築物数 
耐震性を 

満たす建築物数 
耐震性を 

満たさない建築物数 
耐震化率 

（令和６年度末） 

庁舎、区立小・中学校等※6 35 35 0 100% 

その他の建築物 69 69 0 100% 

合  計 104 104 0 100% 

 (単位：棟)  
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(3) 特定建築物 

【これまでの取り組み】 

令和３年３月改定時の本計画では、民間特定建築物の令和７年度末の耐震化率の目標をおお

むね解消とし、耐震個別相談会や耐震化アドバイザーの派遣等による普及啓発を実施し、耐震

化促進事業により耐震化促進に取り組んできた。特に耐震改修促進法により耐震診断が義務付

けられた要緊急安全確認大規模建築物については、令和２年３月に耐震診断結果を公表し、耐

震性が不十分な建築物の所有者に対して耐震化への働きかけを行ってきた。 

 

【現状】 

① 民間特定建築物 

令和３年度から令和６年度までの特定建築物定期調査報告をもとに得られた民間特定建築

物は、491 棟である。このうち、463 棟（94.3％）の建築物が必要な耐震性を満たしており、

28棟（5.7％）の建築物が必要な耐震性を満たしていないと推計される。 

 

表 2-1-7 民間特定建築物の耐震化の推計 

注：表の数値は特定建築物定期調査報告から推計した数であり、区内の民間特定建築物の総数を示すものではない。 

 

② 要緊急安全確認大規模建築物 

令和６年度末時点で、文京区が所管行政庁となる要緊急安全確認大規模建築物 31 棟のう

ち、民間建築物 1棟が必要な耐震性を満たしていない。 

 

表 2-1-8 要緊急安全確認大規模建築物の耐震化の現状 

注：表の建築物数は、平成 28年１月１日時点の建築物数とし、その後に除却されたものは耐震性を満たす建築物とし

て集計している。そのため、令和６年３月時点で公表されている建築物の合計数と一致しない（除却された建築物は

公表からは削除されている）。 

 

民間特定建築物 建築物数 
耐震性を 

満たす建築物数 
耐震性を 

満たさない建築物数 
耐震化率 

（令和６年度末） 

防災上特に重要な建築物 

（学校、病院等） 
132 126 6 95.5% 

要配慮者が利用する 

建築物（社会福祉施設等） 
69 68 1 98.6% 

不特定多数の者が 

利用する建築物 

（百貨店、ホテル、劇場等） 

79 66 13 83.5% 

その他の建築物 211 203 8 96.2% 

合  計 491 463 28 94.3% 

建築物の種別 建築物数 
耐震性を 

満たす建築物数 
耐震性を 

満たさない建築物数 
耐震化率 

（令和６年度末） 

国有建築物 2 2 0 100% 

区有建築物 24 24 0 100% 

民間建築物 5 4 1 80.0% 

合  計 31 30 1 96.8% 

 (単位：棟)  

 (単位：棟)  
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【課題】 

令和３年３月改定時の本計画では、民間特定建築物の耐震化率は令和７年度末までにおおむ

ね解消とすることを目標としていたが、令和６年度末の耐震化率は 94.3％と推計され、目標達

成には至っていない。今後も更なる耐震化を推進するため、普及啓発を強化していく必要があ

る。また、要緊急安全確認大規模建築物については、耐震性が不十分である１棟の建築物につ

いて、耐震化を進めるように耐震改修促進法に基づく指導及び助言等を行っていく必要がある。 

 

(4) 特定緊急輸送道路沿道建築物(要安全確認計画記載建築物) 

【これまで取組み】 

特定緊急輸送道路とは、耐震化推進条例第７条に基づき、特に耐震化を推進する必要がある

道路として指定された道路をいう。特定緊急輸送道路は、耐震改修促進法第５条第３項第２号

に基づく「建築物集合地域通過道路等」として位置づけられ、その沿道で一定の高さを超える

通行障害既存耐震不適格建築物は、同法第７条第１項に規定する「要安全確認計画記載建築物」

として耐震診断の実施及び耐震診断結果の報告が義務付けられた。区では、令和２年３月に耐

震診断結果を公表し、令和３年３月改定時の本計画では、令和７年度末の耐震化率 90％を目標

として耐震化促進に取り組んできた。耐震性が不十分な建築物の所有者に対して、ダイレクト

メール、戸別訪問及び耐震化アドバイザー派遣等による普及啓発を図るとともに、補強設計、

耐震改修工事、建替え工事及び除却工事に対して助成事業を実施し、令和６年には都と連携し

て個別訪問を行った。 

 

【現状】 

令和６年度末時点で、特定緊急輸送道路の沿道で、一定の高さ（道路幅員のおおむね 1/2）を

超える建築物のうち、125棟が必要な耐震性を満たしていない。 

また、都計画における目標指標の一つである区間到達率（資料編４参照）を算定した場合、

令和６年 12月時点において、文京区内の区間到達率は図 2-1-1のとおりとなっている。この区

間到達率について、文京区外の耐震化状況の影響を取り除くため、文京区外の沿道建築物が全

て耐震化されたと仮定した場合の区間到達率を算定すると、図 2-1-2のとおりとなり、国道 17

号の一部において区間到達率が特に低くなっていることが分かる。 

 

表 2-1-9 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の現状 

 

 

 

 

 
※7 ： 平成 23年の特定緊急輸送道路指定時の棟数 
※8 ： 平成 23年の特定緊急輸送道路指定以降に解体された建築物を含む。 

特定緊急輸送道路沿道 
の建築物 

一定の高さを 
超える建築物※7 

耐震性を 
満たす建築物数※8 

耐震性を 
満たさない建築物数 

耐震化率 
（令和６年度末） 

合  計 819 694 125 84.7% 

 (単位：棟)  
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図 2-1-1 文京区の区間到達率図（令和６年 12月末時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-2 文京区外の沿道建物が全て耐震化された場合の区間到達率図（令和６年 12月末時点） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合到達率：93.87% 区間到達率：23.07% 

区間到達率:平均 

52.70% 

区間到達率:平均 

51.14% 

区間到達率:平均 

54.98% 

区間到達率:58.40% 

区間到達率:68.31% 

区間到達率：76.28% 

区間到達率:平均 

51.06% 

区間到達率:平均 

62.11% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

首都高５号線 
春日通り 

文京区 台東区 

蔵前橋通り 

国道 17号 

北区 

目白通り 

豊島区 

新宿区 

千代田区 
目白通り 

国道 17号 

荒川区 

区間到達率：34.20% 
総合到達率：99.85% 

区間到達率:平均 

93.14% 

区間到達率:平均 

84.34% 

区間到達率:平均 

93.07% 

区間到達率:94.71% 

区間到達率:93.59% 
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【課題】 

令和３年３月改定時の本計画では、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化率は令和７年度末

までに 90％を目標としていたが、令和６年度末の耐震化率は 84.7％と推計され、目標達成には

至っていない。また、国道 17号のうち特に道路幅員が狭い（約 15m程度）範囲において、区間

到達率が特に低くなっている。耐震性に課題のある建築物については、敷地の間口が狭い等の

条件により耐震改修が難しいものや、建築物所有者の高齢化による負担増等が、耐震化への課

題となっていると考えられる。特定緊急輸送道路の機能確保に向け、引き続き、重点的に取り

組む必要がある。 

 

(5) 一般緊急輸送道路及び緊急道路障害物除去路線の沿道建築物 

【これまでの取り組み】 

区ではこれまで、地震発生時に閉塞を防ぐべき道路の一つとして、一般緊急輸送道路及び緊

急道路障害物除去路線の沿道建築物について耐震化の促進に取り組み、令和６年４月からは当

該建築物に特化した助成事業を開始して耐震化に取り組んできた。 

 

【現状】 

一般緊急輸送道路及び緊急道路障害物除去路線の沿道建築物については、対象建築物数や耐

震診断結果を十分に把握できていない。一般緊急輸送道路沿道建築物について、現時点で把握

できているデータ等を基に、一定の仮定に基づいて耐震化率を推計すると、以下のとおりとな

る。 

表 2-1-10 一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の推計 

 

【課題】 

耐震改修促進法により耐震診断結果の報告が義務付けられた建築物ではないため、耐震化率

を十分に把握することができていない。所有者が建築物の耐震性能を把握し、耐震化の必要性

を認識するためには、これまで以上に耐震診断の実施を促す必要がある。 

 

  

 
※9 ： 平成 23年の一般緊急輸送道路指定時の棟数 
※10 ： 平成 23年の一般緊急輸送道路指定以降に解体された建築物を含む。 

一般緊急輸送道路沿道 
の建築物 

一定の高さを 
超える建築物※9 

耐震性を 
満たす建築物数※10 

耐震性を 
満たさない建築物数 

耐震化率 
（令和６年度末） 

合  計 1,076 916 160 85.1％ 

 (単位：棟)  
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２．耐震化の目標 

対象建築物の種類ごとにおける、現状の耐震化率と目標年次である令和 12 年度末、令和 17

年度末の耐震化率はそれぞれ下表のとおりとする。 

住宅については、都の被害想定で示された 2000 年基準による耐震化を実現した場合の被害軽

減効果（資料編３参照）を考慮し、新耐震基準の耐震化率に代えて、現行基準（２階建て以下

の在来軸組工法の木造建築物は 2000年基準、その他の建築物は新耐震基準）の耐震化率を採用

することとする。 

また、特定緊急輸送道路沿道建築物については、都計画との整合性や、特定緊急輸送道路の

見直し等による目標値の連続性を考慮し、耐震化率に代えて区間到達率※11を採用することとす

る。 

 

表 2-2-1 耐震化率の現状と目標 

建築物の種類 
耐 震 化 率 

備   考 現  状 
（令和６年度末） 

目  標 
（令和 12年度末） 

目  標 
（令和 17年度末） 

住宅 91.6％ 96％ おおむね解消 
現行基準の耐震化率（戸
数）を示す 

民間特定建築物 94.3％ 97％ おおむね解消  

要緊急安全確認 
大規模建築物 

96.8％ おおむね解消 ―  

特定緊急輸送道路 
沿道建築物 

(要安全確認計画記載建築物) 
84.7％ 

区間到達率※11 
95％未満の解消 

区間到達率※11 
100％ 

区間到達率については資

料編４を参照 

 

 

(1) 住宅の耐震化の目標 

 

 

国の基本方針及び都計画を踏まえ、地震による人的被害を軽減させることを目指し、住宅に

ついては、令和 17 年度末までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消することを目標とする。 

これまでの耐震化率の推移等から自然更新による目標年の耐震化率は、図 2-2-1、図 2-2-2及

び表 2-2-2、表 2-2-3に示すとおり推計される。 

令和 12 年度末に現行基準の耐震化率 96％を達成するためには、自然更新による耐震化以外

に、耐震性を満たす住宅を約 4,330戸増加する必要があり、令和 17年度末におおむね解消を達

成するには同様に約 9,400戸増加する必要がある。 

 

 
※11 ： 文京区外の耐震化状況の影響を取り除くため、文京区外の特定緊急輸送道路沿道建築物が全て耐震化されたと仮定した場合の

区間到達率を指標とする。 

住宅については、令和 17年度末までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消とする 
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図 2-2-1 耐震化率（現行基準）の目標設定（令和 12年度末、17年度末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-2 耐震化率（現行基準）の目標達成のために必要な住宅数（令和 12年度末、17年度末） 
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表 2-2-2 令和 12年度末における住宅の耐震化率（戸数）の推計【現行基準】 

注：住宅数は、住宅・土地統計調査から推計した数値について、表章単位未満の位で四捨五入しているため，総数と内

訳の合計とは必ずしも一致しない。 

 

 

 

表 2-2-3 令和 17年度末における住宅の耐震化率（戸数）の推計【現行基準】 

注：住宅数は、住宅・土地統計調査から推計した数値について、表章単位未満の位で四捨五入しているため，総数と内

訳の合計とは必ずしも一致しない。 

 

 

 

  

住  宅 
住宅数 

耐震性を 
満たす住宅数 

耐震性を 
満たさない住宅数 

耐震化率 
（令和 12年度末） 種別 構造 

戸建住宅 木造 16,440  12,950  3,490  78.8% 

 非木造 7,440  6,970  470  93.7% 

  小 計 23,880  19,920  3,960  83.4% 

共同住宅 木造 6,280  5,110  1,180  81.4% 

(長屋住宅含む) 非木造 119,390  114,220  5,180  95.7% 

  小 計 125,670  119,320  6,350  94.9% 

住宅総数 149,550  139,240  10,310  93.1% 

住  宅 
住宅数 

耐震性を 
満たす住宅数 

耐震性を 
満たさない住宅数 

耐震化率 
（令和 17年度末） 種別 構造 

戸建住宅 木造 16,500  13,680  2,820  82.9% 

 非木造 7,760  7,290  470  93.9% 

  小 計 24,260  20,970  3,290  86.4% 

共同住宅 木造 6,290  5,340  940  84.9% 

(長屋住宅含む) 非木造 124,760  119,590  5,160  95.9% 

  小 計 131,040  124,940  6,110  95.3% 

住宅総数 155,310  145,910  9,400  93.9% 

 (単位：戸)  

 (単位：戸)  

P25 



19 

(2) 民間特定建築物の耐震化の目標 

 

 

 

学校、病院、旅館及び事務所等の民間特定建築物が倒壊した場合、多数の利用者が被害を受

けるだけでなく、倒壊による道路の閉塞により消火活動や避難に支障を来す可能性や、企業の

事業継続が困難になるなど経済活動へも大きな影響がある。 

都計画を踏まえ、地震による被害の減少に向けて、民間特定建築物については、令和 17年度

末までに耐震性が不十分な建築物をおおむね解消することを目標とする。 

 

 

(3) 要緊急安全確認大規模建築物の耐震化の目標 

 

 

 

要緊急安全確認大規模建築物は、特定建築物の中でも地震に対する安全性を緊急に確かめる

必要がある大規模な建築物として、耐震改修促進法附則第３条第１項に定められた建築物であ

る。 

国の基本方針及び都計画を踏まえ、令和 12年度末までに耐震性が不十分な建築物をおおむね

解消することを目標とする。 

 

 

(4) 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の目標 

 

 

 

都計画における特定緊急輸送道路沿道建築物の目標指標は、特定緊急輸送道路の通行機能を

的確に表せる指標として、令和元年度から区間到達率及び総合到達率（資料編４参照）で示さ

れている。 

区においても、都と連携して取り組むため、目標指標を都と整合させることとする。ただし、

総合到達率は都内の特定緊急輸送道路全体の通行機能を評価する指標であり、区単独での目標

設定が難しいことから、区間到達率※11を目標指標として設定する。 

国の基本方針及び都計画を踏まえ、震災時における避難、救急消火活動等を支える緊急輸送

道路の機能を確保するため、令和 17年度末までに区間到達率※11を 100％とすることを目標とす

る。  

民間特定建築物については、令和 17年度末までに耐震性が不十分な建築物をおおむね解

消とする 

特定緊急輸送道路沿道の建築物については、令和 17年度末までに区間到達率※11を 100％

とする 

要緊急安全確認大規模建築物については、令和 12年度末までに耐震性が不十分な建築物

をおおむね解消とする 
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第３章 耐震診断、耐震改修及び建替えの促進を図るための施策 

 

１．基本的な取り組み方針 

(1) 耐震診断・耐震改修の促進を図るための基本的な考え方 

住宅・建築物の耐震化は、自助・共助・公助の原則を踏まえ、建築物所有者によって行われ

ることを基本とする。  

建築物所有者は、地震による住宅・建築物の被害及び損傷が発生した場合、自らの生命と財

産はもとより、道路閉塞や出火等、地域の安全性に重大な影響を与えかねないということを十

分に認識して、主体的に耐震化に取り組むものとする。  

区は、区民の生命・財産を守るため、建築物所有者が主体的に耐震化の取り組みができるよ

う、技術的な支援を行うとともに、公共的な観点から必要がある場合については、財政的な支

援を行う。  

また、耐震診断・耐震改修を促進させるため、都及び関係団体と連携して取り組むものとす

る。 

 

(2) 耐震診断・耐震改修促進の取り組み方針 

区は、目標の耐震化率の達成を図るため、耐震診断、耐震改修を積極的に促進する。 そのた

め、重点的に取り組むべき施策を設定し、耐震診断・耐震改修の促進に際しては効率的かつ効

果的に実施する。 

 

(3) 除却・建替え促進の取り組み方針 

区はこれまで、旧耐震基準で建築された建築物に対して耐震化の取り組みを行ってきた。し

かし、旧耐震基準の建築物は築 40年以上の期間が経過しており、適切な維持保全がなされずに

経年劣化や老朽化が進んでいるものも少なくないと考えられる。これらの建築物の安全性を確

保していくためには、耐震改修よりも除却・建替えのほうが効果的な場合もあるため、個々の

建築物や所有者等の状況に応じて、関係団体と連携して除却・建替えへの誘導を進める。 
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２．重点的に取り組むべき施策 

区は、以下の建築物を対象として、重点的に耐震化に取り組むものとする。 

 

(1) 住宅 

「首都直下地震等による東京の被害想定（東京都防災会議）」における文京区の人的被害（死

者及び負傷者）は、「ゆれ建物被害」によるものが最も多く、その大部分が住宅の倒壊等による

ものであると考えられる。これらの人的被害を軽減し、さらに在宅避難を推進するため、住宅

の耐震化に重点的に取り組む。 

・旧耐震木造住宅の除却・建替えの促進 

除却を前提とした旧耐震基準の木造住宅について、令和６年１月に国住市第 40号で国土交

通省が示した「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」を活用するこ

とで、木造住宅除却助成の申請者の負担軽減を図り、住宅の耐震化率の向上を推進する。 

・新耐震基準の木造住宅の耐震診断・耐震改修の促進 

地震による建築物の被害・損傷を最小限に止めるためには、新耐震基準の木造住宅の耐震

化にも取り組む必要がある。このため、新耐震基準の木造住宅について、所有者による耐震

診断・耐震改修の取り組みを支援する。 

・マンション※12の耐震診断・耐震改修の促進 

マンションについては、建築物の高経年化や居住者の高齢化の進行、区分所有者の合意形

成の難しさ等の課題により、耐震化が妨げられていると考えられる。マンションへの支援内

容の拡充等を検討し、より一層耐震化を後押ししていく。 

 

(2) 閉塞を防ぐべき道路の沿道建築物 

文京区地域防災計画には、災害時に緊急車両の通行を確保すべき道路が示されている。災害

時にこれらの機能を確保するため、閉塞を防ぐべき道路を以下のとおり位置付け、特定緊急輸

送道路に加え、一般緊急輸送道路及び緊急道路障害物除去路線の沿道建築物の耐震化を推進す

る。区は都と連携して、対象建築物の所有者に耐震化の意識啓発及び助成制度等の普及啓発を

図り、耐震化を推進する。 

 

表 3-2-1 閉塞を防ぐべき道路の位置付け 

耐震改修促進計画における名称 耐震改修促進法の位置付け 

特定緊急輸送道路 
第５条第３項第２号 

（耐震化推進条例第７条） 

一般緊急輸送道路 第５条第３項第３号 

緊急道路障害物除去路線 第６条第３項第２号 

 

 

 
※12 ： マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成 12年法律第 149号）第２条第１号に規定されるいわゆる分譲マンションの

ことをいう。 
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(3) 民間特定建築物 

耐震改修促進法第 14条に定める特定既存耐震不適格建築物のうち、東京都震災対策条例第 17

条に定める防災上特に重要な建築物及びホテル、旅館等の不特定多数の人が利用する建築物に

ついて、耐震化の普及啓発やアドバイザーの派遣、耐震改修促進法に基づく指導及び助言等を

行うことにより、重点的に耐震化を促進する。 

  

P29 



23 

３．耐震化を促進するための方策 

建築物所有者が行う耐震化の取り組みについて、財政的な支援を行うとともに、相談体制の

整備や情報提供等の技術的な支援を行う。また、それらの活用を促進するため、区民や建築物

所有者の防災・減災意識を高め、耐震化の重要性や助成制度の普及啓発を行う。 

(1) 耐震診断・耐震改修等の助成制度 

区は、建築物所有者が主体的に耐震化に取り組めるよう、助成制度を活用し、耐震診断・耐

震改修等の促進に努める。 また、改修事業者等の技術力向上を図るため、都と連携して講習会

等を実施し、建築物所有者から改修事業者等への接触が容易となる取組みとして、講習会を受

講した事業者のリストを活用して区民への情報提供を図る。   

さらに、震災時の救助活動の生命線であり、復興の大動脈となる緊急輸送道路のうち、特に

重要な特定緊急輸送道路の沿道の建築物については、助成制度を広く区民に周知し、都と連携

して耐震化を促進する。  

・耐震化促進事業〈耐震診断：平成７年度から、耐震設計：平成 21年度から、耐震改修工

事：平成 20年度から実施〉  

・特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業〈平成 23年度から実施〉 

・一般緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業〈令和６年度から実施〉 

・緊急道路障害物除去路線沿道建築物耐震化促進事業〈令和６年度から実施〉 

 

(2) 普及啓発 

建築物所有者が耐震診断および耐震改修を実施するためには、耐震化に係る機運の醸成や普

及啓発を行うことが重要である。このような観点から、区は区報・ホームページ・区設掲示板

の活用に加え、「住宅耐震化緊急促進アクションプログラム」基づく戸別訪問等により、区民意

識の啓発活動に努めるものとする。 

・耐震個別相談会の実施 

建築物の耐震化、建築物や土地の相続及び税制優遇等について、専門家（一級建築士、弁

護士及び税理士）に相談することができる耐震個別相談会を開催する。 

・耐震化アドバイザーの派遣 

一級建築士等の資格を持ち、建築物の耐震化に精通した耐震化アドバイザーを派遣し、耐

震診断及び耐震改修工事等についての助言を行う。 

・ダイレクトメールの送付、戸別訪問 

地震に関する地域危険度測定調査等を参考に、重点的に取り組むべき地区を選定したうえ

で、旧耐震基準の住宅及び新耐震基準の木造住宅の所有者に対してダイレクトメールを送付

し、希望者に対し戸別訪問を行い、耐震化に関する助言等を行う。 

・地震に関する地域危険度測定調査や地震防災マップを活用した意識啓発 

都では、東京都震災対策条例に基づき、おおむね５年ごとに地震に関する地域危険度測定

調査を実施しており、直近では令和４年９月に第９回の調査報告書が公表された。この調査

では、地震による町丁目ごとの危険性を把握するための指標として建物倒壊危険度、火災危

険度、総合危険度（災害時活動困難係数を考慮）が５段階にランク分けされている。 なお、

この調査は特定の地震を想定したものではなく、各町丁目の地震に対する危険性を相対的に
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評価したもので、全ての町丁目直下の地盤で同じ強さの揺れが生じた場合の危険性が測定さ

れている。 

一方、地震防災マップは区が令和５年３月に作成したもので、特定の地震（「首都直下地震

等による東京の被害想定（東京都防災会議／令和４年５月）」における都心南部直下地震）を

想定し、区内の揺れやすさマップ（震度分布図）と建物倒壊危険度マップ（建物属性を町丁

目単位で集計し、構造別及び建築年次別の建物被害関数を用いて、震度分布図に対応した全

壊率を示した図）からなる。 

区はこれらを活用し、建築物の耐震化の重要性等について、区民の意識啓発を図る。 

・都の液状化予測図等を活用した意識啓発 

都が公開している「東京の液状化予測図 令和５年度改訂版」において、文京区内の液状化

の可能性が高い地域は限定的ではあるが、「首都直下地震等による東京の被害想定（東京都防

災会議／令和４年５月）では、液状化による建物被害が示されている。区はこれらの周知を

図り、都と連携して液状化について普及啓発に取り組む。 

・長周期地震動の周知 

平成 23年３月に発生した東北地方太平洋沖地震では、長周期成分を主体とする地震波が首

都圏にも到来し、超高層建築物で大きな揺れが観測された。長周期地震動は、短い周期の波

に比べて減衰しにくいため、遠くまで伝わりやすい性質があり、固有周期が長い超高層建築

物（高さが 60ｍを超えるもの）や免震建築物への影響が大きいと考えられている。 

このため、国は平成 28年６月に「超高層建築物等における南海トラフ沿いの巨大地震によ

る長周期地震動への対策について」を公表し、既存の超高層建築物や免震建築物のうち、南

海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動の影響が大きいものについて、再検証や改修等

を行うことが望ましいとしている。 

区ではこれまで、国の対策の対象となる建築物所有者又は管理者に対し、都と連携して長

周期地震動対策に関するパンフレットを送付することで、普及啓発を図ってきた。引き続き

都と情報共有しながら、補強方法や家具転倒防止策等について普及啓発を推進していく。 

・住宅金融支援機構による融資制度の周知 

以下の制度で助成金の交付決定を受け、既存建築物の除却後に住宅の建築を行う場合は、

住宅金融支援機構を利用することで金利引き下げを受けることができる。この制度を普及す

ることで建替えへの誘導を図る。 

① 耐震化促進事業（木造住宅除却） 

② 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業（建替え、除却） 

③ 一般緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業（建替え、除却） 

④ 緊急道路障害物除去路線沿道建築物耐震化促進事業（建替え、除却） 

⑤ 不燃化推進特定整備事業（建替え促進、老朽建築物除却） 

・マンションアドバイザー制度 

公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターが実施する「マンション管理アドバイ

ザー制度」または「マンション建替え・改修アドバイザー制度」を利用する管理組合等に対

して、派遣料を助成することで、マンションの適切な維持管理の促進と円滑な建替え又は改

修を支援する。 
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(3) 耐震改修促進法に基づく指導・助言等 

耐震改修促進法では、耐震関係規定に適合しない建築物の所有者に対して、耐震化の努力義

務を課している。また、所管行政庁はこれらの建築物の耐震診断及び耐震改修の的確な実施を

確保するために必要があると認めるときは、当該建築物の所有者に対し、必要な指導及び助言

等をすることができると規定している。区は、要緊急安全確認大規模建築物や要安全確認計画

記載建築物（特定緊急輸送道路沿道建築物）等、それぞれの建築物の状況に応じて必要と認め

られる場合には指導・助言等を実施し、耐震化の促進を図る。 

また、耐震化推進条例に基づく特定緊急輸送道路沿道建築物については、都と連携協力を図

り、耐震化の促進に努める。 
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第４章 総合的な安全対策 

 

１．関係団体との連携 

区は、都や他自治体及び関係団体、地域住民等と適切な役割分担のもとに、連携・協力して

建築物の耐震化の促進に取り組むものとする。 

(1) 都や他自治体との連携 

区は、目標とする耐震化率を実現するために、都や他自治体との連携を図り、建築物の耐震

化に取り組むものとする。 

 

(2) 関係団体、事業者との連携 

区は、区内の建築設計者・工事業者等でつくる組織との情報交換を密に行い、耐震診断及び

耐震改修等の普及・促進に取り組んでいくものとする。 

 

(3) 地域住民との連携 

耐震改修の促進を図るには、地域として耐震化の意識を高めることが効果的である。区は、

これまで耐震化促進地区を対象に戸別訪問により、耐震改修の啓発に努めてきた。今後とも耐

震化促進のための相談会の開催やパンフレット配布等によりきめ細かく説明を行い、耐震化の

促進を図っていく。 

 

２． 安全対策の推進 

災害時における建築物等の安全対策として、ブロック塀及び崖等の倒壊防止、家具転倒防止、

落下物防止、エレベーターの閉じ込め防止等の対策を促進する。  

また、新たに建築される住宅・建築物については、現行の耐震基準に従って適切に設計及び

施工が行われるよう、建築基準法に基づく建築確認、中間検査及び完了検査の実施を徹底する。 

(1) ブロック塀の倒壊防止 

昭和 53 年６月の宮城県沖地震では、27 人の死者の死因のうち、16 人がブロック塀等の倒壊

によるものであり、その危険性が問題となった。さらに、平成 30年６月に発生した大阪府北部

地震においてもブロック塀等の倒壊による人的被害が生じ、あらためてその安全性確保の重要

性が高まった。 

このため、区では、通学路に面するブロック塀について、建築基準法に定める技術的基準を

満たしていないもの等、危険度が高いものに対し、必要な補強等を行うよう改善指導を行って

いる。今後も必要に応じて、調査等を行っていくとともに、安全性が十分でない場合には、ブ

ロック塀等改修工事助成による撤去及び作り替え、生垣造成補助事業の活用等、所有者の安全

確保に向けた取り組みに対する支援を行っていく。 

 

(2) 崖等の倒壊防止 

文京区は、河川によって台地が刻み込まれた地形のため崖地が多く、平成 29年及び令和元年

には区内 106 箇所（その他千代田区と跨る１箇所）に土砂災害警戒区域等が指定された。区内
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の崖・擁壁（以下「崖等」という。）の維持管理や対策の必要性について啓発し、必要に応じて

指導・助言を行っていくとともに、文京区崖等整備資金助成事業により整備工事及び崖下建築

物の減災工事を推進していく。 

 

(3) 窓ガラス等の落下物防止 

大規模な地震の際には建築物の倒壊だけではなく、窓ガラスや外壁、広告板等の損壊・落下

による被害も想定される。平成 23 年３月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震では、窓ガラ

スや外壁タイル、天井等の落下が数多く見られた。 

区は「文京区宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱」に基づき、一定規模

以上の建築物に対して、道路等に面する外壁に取り付けるガラスの落下防止を図るように指導

し、安全性の確保に向けた取り組みを行っていく。また、外壁や天井等についてはパンフレッ

ト等を用いた普及啓発を行うとともに、特定建築物の定期調査報告制度を活用し、適切な維持

管理を促していく。 

 

(4) 家具転倒防止 

東京消防庁が実施した近年の地震被害調査では、負傷者の３～５割が屋内における家具類の

転倒・落下・移動によるものとされている。また「首都直下地震等による東京の被害想定（東

京都防災会議）」においても、文京区内の屋内収容物の転倒・落下等による負傷者数は 99人（う

ち重傷者 22人）と想定されている。 

家具類の転倒等による負傷者を減らすとともに、在宅避難を促進するため、区はこれらの普

及啓発に努め、家具転倒防止器具設置助成事業により、減災対策を推進していく。 

 

(5) エレベーターの地震対策 

東北地方太平洋沖地震では、エレベーターの運転停止や閉じ込め事故が多数発生した。定期

報告の対象となるエレベーターについては、閉じ込め防止や故障・損傷防止対策等として、建

築物の管理者等による定期的な検査の結果報告を受け、適切な維持管理を促す。また、窓口で

のパンフレット配布やホームページを通じて安全対策の普及啓発を図る。加えて、中高層共同

住宅等エレベーター閉じ込め対策費用助成制度により、地震発生時の緊急停止による長時間の

閉じ込めに対する備えを推進していく。 

 

(6) 木造住宅密集地域の対策 

地震火災等の延焼被害を防止するため、都の「防災都市づくり推進計画」により指定された

重点整備地域において、特に重点的・集中的に改善を図るべき地区として都から不燃化推進特

定整備地区（以下、「不燃化特区」という。）の指定（平成 26 年 12 月）を受けた。区は、不燃

化推進特定整備事業を周知することにより、老朽木造建築物の除却及び建替えを促進する。  

また、木造密集地域の再生産を防止するため、東京都建築安全条例第 7 条の 3 の規定に基づ

き、不燃化特区内の準防火地域に新たな防火規制区域が指定（平成 27年 1月施行）された。建

築物の新築や増改築等を行う際に、必要な耐火性能が確保されるよう、区はこの規制の周知を

図り、不燃化を推進していく。 
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(7) 管理不全な空家等の対策 

管理不全な空家等の発生を抑制するためには、建築物の所有者による適切な維持管理が重要

である。区では令和５年３月に文京区空家等対策計画を改定し、空家等の対策に積極的に取り

組んでいる。空家等対策支援事業とも連携し、建築物の耐震化を推進することで、利活用がし

やすい環境を整え、管理不全な状態に陥ることを未然に防止する。 

 

(8) 高経年マンション対策 

マンションは主要な居住形態として区内に広く普及しているが、建築物の高経年化や居住者

の高齢化の進行、区分所有者の合意形成の難しさ等により、管理不全に陥るマンションの増加

が懸念される。区では、マンション管理適正化支援事業により適切な維持管理を促進し、長寿

命化に向けた支援を行うとともに、マンションの再生等の円滑化に関する法律に基づき、耐震

性が不足するマンションについて要除却認定（除却の必要性に係る認定）を行うなど、マンシ

ョンの再生を推進していく。 

 

(9) 定期報告制度との連携 

建築基準法第 12 条に規定される建築物の所有者は、調査資格者により建築物の調査を行わ

せ、その結果を定期的に特定行政庁に報告しなければならないとされている。その際、調査者

は、当該建築物の耐震診断及び耐震改修の実施状況を調査し、報告することとなっている。 

区は都と連携を図り、定期報告制度を活用し、当該建築物の耐震診断及び耐震改修の状況の

把握に努めるとともに、耐震診断や耐震改修を実施していない建築物所有者等への指導を積極

的に行う。 
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第５章 今後の取り組み 

 

１．新たな施策検討 

国や都の制度改正等の情報収集に努め、他自治体の取り組み等も参考にしながら、耐震化の

進捗状況、地域や所有者等の実情に応じて、効果的な制度や支援策等を検討していく。 

 

２．定期的な検証 

本計画の計画期間は、平成 20 年度から令和 17 年度までの期間とする。この間の社会情勢の

変化や計画の実施状況に適切に対応するため、概ね５年を目途として検証を行うこととし、必

要に応じて計画の見直しを行う。 

 

３．文京区耐震改修促進連絡協議会 

耐震改修促進計画については、今後も文京区耐震改修促進連絡協議会を中心に、関係各部署

間の協議・連絡調整を行いながら耐震化に向けた施策を推進し、目標の達成を目指す。 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

目標の達成 

 

 

耐震改修促進施策検討部会 

各所管部局 担当課 

文京区耐震改修促進連絡協議会 

協議・連絡調整 

施策実施 

調査・検証
等 
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４．耐震化促進施策及びその他の関連施策 

(1) 耐震化促進施策等 

区 

分 

事   業   名 所管部局 担当課 

①
耐
震
診
断
・
耐
震
改
修 

1) 耐震化促進事業 

(ｱ) 耐震診断助成 

(ｲ) 耐震設計助成 

(ｳ) 耐震改修工事助成 

都市計画部 地域整備課 

2) 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 

3) 一般緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 

4) 緊急道路障害物除去路線沿道建築物耐震化促進事業 

②
安
全
対
策 

1) ブロック塀等改修工事費助成 

2) 崖等整備資金助成事業 

③
相
談 

1) 耐震個別相談会 

2) 耐震化アドバイザー派遣事業 

注：記載の制度については令和７年度のものであり、今後変更となる可能性があります。令和８年度以降の情報は

区ホームページでご確認ください。 
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① 耐震診断・耐震改修 

1) 耐震化促進事業 

名  称 耐震化促進事業 

概  要 

耐震性能が低く地震に弱い住宅は、住む人だけでなく、近隣や地域に大きな負
担をもたらす。「安全で、安心して住めるまち」にするためには、まち全体を災害
に強い構造にする必要がある。 

そこで文京区では、建築物の所有者に対し、耐震診断、耐震改修設計、耐震改修
工事や除却の費用の一部を助成する。 

助成の対象 
及び 

助成の内容 

ア 耐震診断助成 
(1) 木造建築物（一般） 
〔対象建築物〕 

① 昭和 56 年５月 31 日以前に着工された旧耐震基準の木造建築物 
② 昭和 56 年６月１日～平成 12 年５月 31 日に着工された新耐震基準の木

造建築物で、平屋建て又は２階建てで、木造在来軸組工法であるもの 
耐震診断に要した費用の 10 分の８ （上限 10 万円） 

(2) 木造建築物（高齢者等居住） 
〔対象建築物〕（1）に同じ 

耐震診断に要した費用の 10 分の 10（上限 20 万円） 
(3) 非木造建築物 
〔対象建築物〕昭和 56 年５月 31 日以前に着工された建築物 

耐震診断に要した費用の２分の１  （上限 50 万円） 
(4) 特定既存耐震不適格建築物 
〔対象建築物〕（3）に同じ 

耐震診断に要した費用の２分の１  （上限 100 万円） 
(5) 分譲マンション 
〔対象建築物〕（3）に同じ 

耐震診断に要した費用の２分の１  （上限 150 万円） 
イ 耐震設計助成 

〔対象建築物〕 
昭和 56 年５月 31 日以前に着工された住宅で、耐震化基準を満たさない建築

物（併用住宅を含み、延べ面積の２分の１以上を住宅の用に供するものに限る。） 
耐震設計に要した費用のうち以下の金額を助成する。 
(1) 非木造住宅 

耐震設計に要した費用の２分の１  （上限 40 万円） 
(2) 分譲マンション 

耐震設計に要した費用の２分の１  （上限 250 万円） 
ウ 耐震改修工事助成 
 耐震改修工事等に要した費用のうち以下の金額を助成する。 

(1) 木造住宅耐震化助成（一般） 
〔対象建築物〕 

準防火地域内にある、以下のいずれかの木造住宅（併用住宅を含み、延べ
面積の２分の１以上を住宅の用に供するもの） 
① 昭和 56 年５月 31 日以前に着工された旧耐震基準の木造住宅で、耐震化

基準を満たさない建築物 
② 昭和 56年６月１日～平成 12年５月 31日に着工された新耐震基準の平屋

建て又は２階建て、かつ在来軸組工法の木造住宅で、耐震化基準を満たさ
ない建築物 

耐震改修工事等に要した費用の２分の１（上限 120 万円） 
(2) 木造住宅耐震化助成（高齢者等居住） 
〔対象建築物〕 (1)に同じ 

耐震改修工事等に要した費用の４分の３（上限 240 万円） 
(3) 木造住宅耐震シェルター等助成（一般） 
〔対象建築物〕 

以下のいずれかの木造住宅（併用住宅を含み、延べ面積の２分の１以上を
住宅の用に供するもの） 
① 昭和 56 年５月 31 日以前に着工された旧耐震基準の木造住宅で、耐震化
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基準を満たさない建築物 
② 昭和 56年６月１日～平成 12年５月 31日に着工された新耐震基準の平屋

建て又は２階建て、かつ在来軸組工法の木造住宅で耐震化基準を満たさ
ない建築物 

 耐震シェルター等の設置工事等に要した費用の２分の１（上限 20 万円） 

(4) 木造住宅耐震シェルター等助成（高齢者等居住） 
〔対象建築物〕 (3)に同じ 

耐震シェルター等の設置工事等に要した費用の４分の３（上限 40 万円） 
(5) 木造住宅不燃化助成 
〔対象建築物〕 

準防火地域内の耐震化促進地区にある(1)又は(2)の木造住宅耐震化助成を
申請する建築物で、耐震改修工事に併せて外壁等の延焼の恐れのある部分を
防火構造とし、屋根を一定基準の構造とする不燃化工事等を行うもの 
不燃化工事等に要した費用の２分の１（上限 20 万円） 

(6) 木造住宅除却助成 
〔対象建築物〕 

昭和 56年５月 31日以前に着工された建築基準法第 43条第 1項に適合する
木造住宅（併用住宅を含み、延べ面積の２分の１以上を住宅の用に供するも
のに限る。）で耐震化基準を満たさない建築物の除却を行うもの 
除却に要した費用の２分の１（上限 100 万円） 

(7) 非木造住宅耐震化助成 
〔対象建築物〕 

昭和 56 年５月 31 日以前に着工された非木造住宅（共同住宅・併用住宅含
み、延べ面積の２分の１以上を住宅の用に供するものに限る。）で耐震化基準
を満たさない建築物 
助成対象工事費の２分の１（上限 300 万円） 

(8) 分譲マンション耐震改修工事助成 
〔対象建築物〕 

昭和 56 年５月 31 日以前に着工された分譲マンション（延べ面積の２分の
１以上を住宅の用に供するものに限る。）で耐震化基準を満たさない建築物 
助成対象工事費の２分の１（上限 2,000 万円） 

エ 細街路沿道木造住宅除却助成 
〔対象建築物〕 

準防火地域内にあるウの(1)又は(2)の木造住宅耐震化助成を申請する建築
物で、耐震改修工事に併せて細街路及び隅切り用地に突出した建物部分を除
却し、細街路拡幅整備を行うもの 
除却に要した費用の４分の３（上限 50 万円） 

所管部署 都市計画部 地域整備課 

 

  

最新の情報はこちら

からご確認ください 

注：記載の制度については令和７年度のものであり、今後変更となる可能性

があります。令和８年度以降の情報は区ホームページでご確認ください。 
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2) 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 

名  称 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 

概  要 

地震発生時において特定緊急輸送道路に係る沿道建築物の倒壊による道路の閉
塞を防ぎ、広域的な避難路及び輸送路を確保するため、沿道建築物の補強設計、耐
震改修等に係る費用の一部を助成することにより、当該沿道建築物の耐震化を促
進し、もって災害に強いまちづくりを実現することを目的とする。 

助成の対象 
及び 

助成の内容 

〔対象建築物〕（次の全てに該当するもの） 
(1)建築物の敷地が特定緊急輸送道路に接しているもの 
(2)昭和 56 年５月 31 日以前に着工された建築物 
(3)建築物の高さが道路幅員のおおむね２分の１より高いもの 
(4)耐震診断の結果、耐震性が不足している建築物 

ア 補強設計に要する費用の助成 
  助成金の額：計算式１+計算式２ 
  計算式１ 

   助成対象事業費［(ｱ)又は(ｲ)いずれか低い額（計算式２も同様）］×助成率［６分の５］ 
   ただし、助成対象事業費が 600 万円を超える場合は、助成対象事業費の２分

の１に 200 万円加えた額とする。 
(ｱ) 補強設計に要する費用 
(ｲ) 次の A から C の費用の合計 

A 延べ面積 1,000 ㎡以内の部分            5,000 円/㎡ 
B 延べ面積 1,000 ㎡を超え延べ面積 2,000 ㎡以内の部分 3,500 円/㎡ 
C 延べ面積 2,000 ㎡を超える部分           2,000 円/㎡ 

   計算式２ 
   助成対象事業費×A/4（1/6 を上回る場合は 1/6）（A=計算式 1/助成対象事業費） 

イ 耐震改修に要する費用の助成 
助成金の額：計算式３+計算式４ 

  計算式３ 
      助成対象事業費［(ｱ)又は(ｲ)のいずれか低い額（計算式４も同様）］×助成率

［３分の１(マンション及び住宅にあっては６分の５(上限１億 2,500万円))］ 
   ただし、延べ面積が 5,000 ㎡を超える部分については、助成率を６分の１とする。 

(ｱ) 耐震改修に要する費用 
(ｲ) 次の A から E より算出した金額 

A住宅(マンションを除く)    39,900円/㎡(上限額 ３億 9,900万円) 
Bマンション          51,700円/㎡(上限額 ５億 1,700万円) 
C住宅以外           57,000円/㎡(上限額 ５億 7,000万円) 
D 免震工法等の特殊工法の場合 
（マンション） 86,400 円/㎡(上限額 ８億 6,400 万円) 
E 免震工法等の特殊工法の場合 
（マンションを除く）93,300 円/㎡(上限額 ９億 3,300 万円) 

   計算式４ 
   助成対象事業費×A/10（1/15 を上回る場合は 1/15）（A=計算式３or 計算式５/助成対象事業費） 

ウ 建替え・除却に要する費用の助成 
助成金の額：計算式５+計算式４ 
計算式５ 

   助成対象事業費［(ｱ)、(ｲ)又は(ｳ)のいずれか低い額］×助成率［３分の１］ 
   ただし、延べ面積が 5,000 ㎡を超える部分については、助成率を６分の１と

する(分譲マンションを除く)。 
(ｱ) 耐震改修に要する費用相当額 
(ｲ) 次の A から C より算出した金額 

A住宅(マンションを除く)    39,900円/㎡(上限額 ３億 9,900万円) 
Bマンション          51,700円/㎡(上限額 ５億 1,700万円) 
C住宅以外           57,000円/㎡(上限額 ５億 7,000万円) 

(ｳ) 除却に要する費用(除却助成の場合のみ) 

所管部署 都市計画部 地域整備課 

 
最新の情報はこちら

からご確認ください 

注：記載の制度については令和７年度のものであり、今後変更となる可能性

があります。令和８年度以降の情報は区ホームページでご確認ください。 
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3) 一般緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 

名  称 一般緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 

概  要 

地震発生時において一般緊急輸送道路に係る沿道建築物の倒壊による道路の閉
塞を防ぎ、広域的な避難路及び輸送路を確保するため、沿道建築物の耐震診断、補
強設計、耐震改修等に係る費用の一部を助成することにより、当該沿道建築物の耐
震化を促進し、もって災害に強いまちづくりを実現することを目的とする。 

助成の対象 
及び 

助成の内容 

〔対象建築物〕（次の全てに該当するもの） 
(1)建築物の敷地が一般緊急輸送道路に接しているもの 
(2)昭和 56 年５月 31 日以前に着工された建築物 
(3)建築物の高さが道路幅員のおおむね２分の１より高いもの 
(4) 耐震診断の結果、耐震性が不足している建築物（耐震診断助成を除く。） 

ア 耐震診断に要する費用の助成（上限 200 万円） 
   ［(ｱ)又は(ｲ)のいずれか低い額］×助成率［10 分の９］ 

(ｱ) 耐震診断に要する費用 
(ｲ) 次の A から C の費用の合計 

A 延べ面積 1,000 ㎡以内の部分            3,670 円/㎡ 
B 延べ面積 1,000 ㎡を超え延べ面積 2,000 ㎡以内の部分 1,570 円/㎡ 
C 延べ面積 2,000 ㎡を超える部分           1,050 円/㎡ 

イ 補強設計に要する費用の助成（上限 200 万円） 
   ［(ｱ)又は(ｲ)いずれか低い額］×助成率［２分の１］ 

(ｱ) 補強設計に要する費用 
(ｲ) 次の A から C の費用の合計 

A 延べ面積 1,000 ㎡以内の部分            5,000 円/㎡ 
B 延べ面積 1,000 ㎡を超え延べ面積 2,000 ㎡以内の部分 3,500 円/㎡ 
C 延べ面積 2,000 ㎡を超える部分           2,000 円/㎡ 

ウ 耐震改修に要する費用の助成（上限 1,000 万円） 
   ［(ｱ)又は(ｲ)のいずれか低い額］×助成率［２分の１］ 

(ｱ) 耐震改修に要する費用 
(ｲ) 次の A から E より算出した金額 

A 住宅(マンションを除く)    39,900 円/㎡ 
B マンション          51,700 円/㎡ 
C 住宅以外           57,000 円/㎡ 
D 免震工法等の特殊工法の場合（マンション）86,400円/㎡ 
E 免震工法等の特殊工法の場合（マンションを除く）93,300 円/㎡ 
 

エ 建替え・除却に要する費用の助成（上限 1,000 万円） 
   ［(ｱ)、(ｲ)又は(ｳ)のいずれか低い額］×助成率［２分の１］ 

(ｱ) 耐震改修に要する費用相当額 
(ｲ) 次の A から C より算出した金額 

A 住宅(マンションを除く)    39,900 円/㎡ 
B マンション          51,700 円/㎡ 
C 住宅以外           57,000 円/㎡ 

(ｳ) 除却に要する費用(除却助成の場合のみ) 

所管部署 都市計画部 地域整備課 

 最新の情報はこちら

からご確認ください 

注：記載の制度については令和７年度のものであり、今後変更となる可能性

があります。令和８年度以降の情報は区ホームページでご確認ください。 
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4) 緊急道路障害物除去路線沿道建築物耐震化促進事業 

名  称 緊急道路障害物除去路線沿道建築物耐震化促進事業 

概  要 

地震発生時において緊急道路障害物除去路線に係る沿道建築物の倒壊による道
路の閉塞を防ぎ、避難路及び輸送路を確保するため、沿道建築物の耐震診断、補強
設計、耐震改修等に係る費用の一部を助成することにより、当該沿道建築物の耐震
化を促進し、もって災害に強いまちづくりを実現することを目的とする。 

助成の対象 
及び 

助成の内容 

〔対象建築物〕 
(1)敷地が緊急道路障害物除去路線に接する建築物 
(2)昭和 56 年５月 31 日以前に着工された建築物 
(3)建築物の高さが道路幅員のおおむね２分の１より高いもの 
(4)耐震診断の結果、耐震性が不足している建築物（耐震診断助成を除く。） 

ア 耐震診断に要する費用の助成（上限 200 万円） 
  ［(ｱ)又は(ｲ)のいずれか低い額］×助成率［２分の１］ 

(ｱ) 耐震診断に要する費用 
(ｲ) 次の A から C の費用の合計 

A 延べ面積 1,000 ㎡以内の部分            3,670 円/㎡ 
B 延べ面積 1,000 ㎡を超え延べ面積 2,000 ㎡以内の部分 1,570 円/㎡ 
C 延べ面積 2,000 ㎡を超える部分           1,050 円/㎡ 

イ 補強設計に要する費用の助成（上限 200 万円） 
  ［(ｱ)又は(ｲ)いずれか低い額］×助成率［２分の１］ 

(ｱ) 補強設計に要する費用 
(ｲ) 次の A から C の費用の合計 

A 延べ面積 1,000 ㎡以内の部分            5,000 円/㎡ 
B 延べ面積 1,000 ㎡を超え延べ面積 2,000 ㎡以内の部分 3,500 円/㎡ 
C 延べ面積 2,000 ㎡を超える部分           2,000 円/㎡ 

ウ 耐震改修に要する費用の助成（上限 1,000 万円） 
  ［(ｱ)又は(ｲ)のいずれか低い額］×助成率［２分の１］ 

(ｱ) 耐震改修に要する費用 
(ｲ) 次の A から E より算出した金額 

A 住宅(マンションを除く。)  39,900 円/㎡ 
B マンション          51,700 円/㎡ 
C 住宅以外           57,000 円/㎡ 
D 免震工法等の特殊工法の場合（マンション） 86,400 円/㎡ 
E 免震工法等の特殊工法の場合（マンションを除く）93,300 円/㎡ 
 

エ 建替え・除却に要する費用の助成（上限 1,000 万円） 
  ［(ｱ)、(ｲ)又は(ｳ)のいずれか低い額］×助成率［２分の１］ 

(ｱ) 耐震改修に要する費用相当額 
(ｲ) 次の A から C より算出した金額 

A 住宅(マンションを除く。)  39,900 円/㎡ 
B マンション          51,700 円/㎡ 
C 住宅以外           57,000 円/㎡ 

(ｳ) 除却に要する費用(除却助成の場合のみ) 

所管部署 都市計画部 地域整備課 

 

 

  

最新の情報はこちら

からご確認ください 
注：記載の制度については令和７年度のものであり、今後変更となる可能性

があります。令和８年度以降の情報は区ホームページでご確認ください。 
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② 安全対策 

1) ブロック塀等改修工事費助成 

名  称 ブロック塀等改修工事費助成 

概  要 
地震時に倒壊の恐れのあり、十分な安全性が確保されていないと認められるブ

ロック塀等の撤去及び作り替えに要する費用の一部を助成する。 

助成の対象 

・助成対象となる塀の所有者（ただし、国・地方公共団体等及び宅地建物取引業者
その他不動産賃貸業を営むものが業として行うものを除く。） 

・撤去：地震時に倒壊の恐れがあり、十分な安全性が確保されていないと認められ
るブロック塀、石造塀、レンガ塀等で、道路等に面するもの（ただし、文京区細
街路拡幅整備の助成対象となる塀を除く。） 
設置：上記の塀の作り替えで、以下の全てに適合するもの 
①フェンスによる塀で、道からの高さが２メートル未満 
②塀の基礎及び立ち上がり部分の構造が鉄筋コンクリート造による。 

助成等の内容 

塀の撤去  １メートルあたり、１万５千円 
塀の設置  １メートルあたり、１万５千円から３万円 
【助成額は、高さによって設定されている。ただし、実際の工事等に要した費用が

これより少ない場合は、その要した費用を助成額とする。】 

所管部署 都市計画部 地域整備課 

 

 
 

2) 崖等整備資金助成事業 

名  称 崖等整備資金助成事業 

概  要 

崖崩れや擁壁崩壊は周辺の宅地や家屋にも被害を及ぼす。このような被害を未然
に防止するために、崖・擁壁（以下「崖等」という。）の所有者は日ごろから維持・
管理を心がけるとともに、安全性が不十分なものは改修を行うことが大切である。
区では、崖等の整備又は崖下建築物の減災対策工事に要する費用の一部を助成する。 

助成の対象 

ア 崖等整備工事助成 
〔助成対象者〕 
  崖等の所有者 
〔助成対象工事〕 

高さが２メートルを超える崖等（一部だけが２メートルを超えるものを含
む。）に対して行う次に掲げる(1)又は(2)の工事 
(1) 擁壁の築造に係る工事（工作物確認申請又は盛土規制法の許可を要する工事） 
(2) 崖等の安全性が向上するものとして区長が認める工事 

イ 崖下建築物減災工事助成 
〔助成対象者〕 
  崖等に接する崖下の土地又は建築物の所有者 
〔助成対象工事〕 

高さ２メートルを超える崖等に接する崖下の土地に、建築物（住宅又は居室を有する建
築物）等を新築する際に、崖等の崩壊に対して安全になる次に掲げる（1）又は（2）の工事 
(1) 防護壁を設置する工事 
(2) 建築物の外壁を鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする工事 

助成等の内容 

ア 崖等整備工事助成 
助成金の額は、崖等整備工事に要する費用及び工事監理業務に要する費用の

２分の１で以下の上限額とする。 
(1) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域内            上限 1,000 万円 
(2) (1)以外の区域                                       上限   200 万円 

イ 崖下建築物減災工事助成 
  助成金の額は、崖下建築物減災工事に要する費用及び工事監理業務に要する

費用の２分の１とし、その上限は 100 万円とする。 

所管部署 都市計画部 地域整備課 

 

最新の情報はこちら

からご確認ください 

最新の情報はこちら

からご確認ください 

注：記載の制度については令和７年度のものであり、今後変更となる可能性

があります。令和８年度以降の情報は区ホームページでご確認ください。 

 

注：記載の制度については令和７年度のものであり、今後変更となる可能性

があります。令和８年度以降の情報は区ホームページでご確認ください。 
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③ 相談 

1) 耐震個別相談会 

名  称 耐震個別相談会 

概  要 
耐震改修等を考える区民を対象に、専門家（一級建築士・弁護士・税理士）に

よる無料の相談会を開催 

所管部署 都市計画部 地域整備課 

 

 

2) 耐震化アドバイザー派遣事業 

名  称 耐震化アドバイザー派遣事業 

概  要 

建築物の所有者が耐震化を進めていくためには、耐震化状況の把握やそれを踏
まえた最適な改修工法の選択、合意形成など様々な課題を解決しなければならな
い。そこで、所有者の負担を軽減できるよう、建築の専門家の派遣を行う。 

対  象 

平成 12 年５月 31 日以前に着工された建築物（昭和 56 年６月１日から平成 12
年５月 31 日までの間に着工された建築物にあっては、地階を除く階数が２以下
の木造建築物に限る。） 

内  容 

 

(1)建築物所有者が所有する、建築物の設計図書などの図面の確認を行う。 

(2)建築物の形状や状態について、目視による調査を行う。 

(3)耐震診断・耐震改修工事の必要性や、工事に至るまでの取り組み方法につい

て、助言を行う。 

(4)耐震診断や耐震改修設計・工事に要する費用の説明や、文京区耐震化促進事

業の紹介を行う。 

(5)当該建築物の現状、耐震化の手順、耐震改修工法の事例紹介等の説明を行う。 

(6)木造家屋簡易耐震診断を行う。 

(7)その他、建築物の耐震化に関する相談を行う。 

所管部署 都市計画部 地域整備課 

 

 

 

  

最新の情報はこちら

からご確認ください 
注：記載の制度については令和７年度のものであり、今後変更となる可能性

があります。令和８年度以降の情報は区ホームページでご確認ください。 
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(2) その他の関連施策【参考】 

区 

分 

事   業   名 所管部局 担当課 

①
安
全
対
策 

1) 細街路拡幅整備事業 都市計画部  地域整備課 

2) 生垣造成補助事業 土 木 部  みどり公 園 課 

3) 家具転倒防止器具設置助成 

総務部  防災危機管理課 4) 中高層共同住宅等エレベーター閉じ込め対策費用助成 

5) 中高層共同住宅等マンホールトイレ設置等助成 

②
相
談 

1) マンションアドバイザー制度利用助成 都市計画部  住環境課 

③
不
燃
化
特
区 

1) 不燃化推進特定整備事業(不燃化特区事業) 都市計画部  地域整備課 

注：記載の制度については令和７年度のものであり、今後変更となる可能性があります。令和８年度以降の情報は

区ホームページでご確認ください。 
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① 安全対策 

1) 細街路拡幅整備事業 

名  称 細街路拡幅整備事業 

概  要 

文京区内には道幅が４メートルに満たない道路が多く、緊急自動車の乗り入れ
や消防活動の妨げになる恐れのある箇所が数多く存在している。そこで、建築基準
法第 42条で定められた４メートル道路の確保と東京都建築安全条例による隅切り
部分の整備を行うとともに、道路拡幅に伴う塀・擁壁等の撤去・設置等に対して助
成を行っている。 

助成等の内容 

塀の撤去  １メートルあたり、１万５千円 
塀の設置  １メートルあたり、１万５千円から３万円 
擁壁・土留の撤去  １メートルあたり、７千円から２万７千円 
擁壁・土留の設置  １メートルあたり、１万３千円から５万３千円 
【助成額は、構造・高さによって設定されている。ただし、実際の工事等に要した

費用がこれより少ない場合は、その要した費用を助成額とする。なお、擁壁・土
留に対する助成の上限額は 200 万円】 

所管部署 都市計画部 地域整備課 

 

 

 

2) 生垣造成補助事業 

名  称 生垣造成補助事業 

概  要 
街並みの美しい景観形成や火災の延焼防止に効果がある生垣づくりを応援するた

め、道路に面する生垣の造成費用の一部を補助する。 

補助の対象 

次の条件を満たす生垣を新たに造る場合 
・道路に面していること（細街路の場合は道路中心から２メートル以上後退してい

ること） 
・生垣用樹木の高さが１メートル以上あること 
・生垣の総延長が２メートル以上あること 
・縁石等を設ける場合は高さが 40 センチメートル以下であること 
・相互に葉が触れ合う程度に列をなして植えられ、かつ、健全なものであること 
・フェンスを伴う場合は透視性の高いものであり、かつ生垣と一体となったもので

あること。 
・工事が申請年度の３月末までに完了すること。（実績報告書とその添付書類が全

てそろうこと。） 
・設置後 10 年以上保全すること。（保全出来なかった場合は、補助金の返還を求め

ることがある。） 

補助等の内容 
・生垣１メートルにつき 18,000 円の造成費。なおブロック塀等を撤去する場合は、

１メートルにつき 15,000 円を加算する 
・造成費用が上記金額に満たない場合は実費を補助する 

所管部署 土木部 みどり公園課 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

最新の情報はこちら

からご確認ください 

最新の情報はこちら

からご確認ください 

注：記載の制度については令和７年度のものであり、今後変更となる可能性

があります。令和８年度以降の情報は区ホームページでご確認ください。 

 

注：記載の制度については令和７年度のものであり、今後変更となる可能性

があります。令和８年度以降の情報は区ホームページでご確認ください。 
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3) 家具転倒防止器具設置助成事業 

名  称 家具転倒防止器具設置助成事業 

概  要 
大地震による家具類の転倒・落下は、負傷の原因になるとともに、救出・救護の

障害になる。震災時において在宅での避難を促進するため家具の転倒防止器具の設
置と、その費用の助成を行う。 

助成の対象 
区内在住する者、区内住宅１戸につき一回に限る。 
※個人で購入し、又は設置した後に助成金を求めることはできない。 

助成等の内容 
設置・器具購入費用（上限 25,000 円） 
※事前申請及び区指定事業者での設置・器具購入が必要となる。 

所管部署 総務部 防災危機管理課 

 

 

 

4) 中高層共同住宅等エレベーター閉じ込め対策費用助成 

名  称 中高層共同住宅等エレベーター閉じ込め対策費用助成 

概  要 

建築物の高層化によって、エレベーターは上下階の移動手段として不可欠な設
備となっている。地震発生時にエレベーターが緊急停止し、長時間閉じ込められ
てしまった場合に備え、文京区では区内の中高層共同住宅等に対し、エレベータ
ー閉じ込め対策費用を助成する。 

助成の対象 

〔対象建築物〕 
区内の中高層共同住宅等（下記参照）のうち、次の要件をいずれも満たすものと

する。 
(1)当該年度に防災訓練を実施すること。 
(2)エレベーター閉じ込め対策費用の助成金の交付を過去に受けた実績がないこ

と。 
[用途地域]        [規模] 
商業地域         敷地面積 500 ㎡以上又は延べ面積 2,000 ㎡以上 
近隣商業地域     敷地面積 500 ㎡以上又は延べ面積 1,500 ㎡以上 
上記以外の地域   敷地面積 400 ㎡以上又は延べ面積 1,000 ㎡以上 

助成等の内容 
エレベーター閉じ込め対策物資の購入に要する経費のうち、７万円を限度とし区 
が助成する。 

所管部署 総務部 防災危機管理課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

最新の情報はこちら

からご確認ください 

最新の情報はこちら

からご確認ください 

注：記載の制度については令和７年度のものであり、今後変更となる可能性

があります。令和８年度以降の情報は区ホームページでご確認ください。 

 

注：記載の制度については令和７年度のものであり、今後変更となる可能性

があります。令和８年度以降の情報は区ホームページでご確認ください。 
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5) 中高層共同住宅等マンホールトイレ設置等助成金 

名  称 中高層共同住宅等マンホールトイレ設置等助成金 

概  要 
マンホールトイレとは、下水道管にあるマンホールの上に簡易な便座やパネル

を設け、災害時において迅速にトイレ機能を確保するものである。文京区では、区
内の中高層共同住宅等がマンホールトイレを設置する費用の一部を助成する。 

助成の対象 

区内の中高層共同住宅等（下記参照）の所有者や管理する団体、法人 
・中高層共同住宅等とは、文京区宅地開発並びに中高層建築物等の建築に関する

指導要綱（56 文管発第 292 号）第２条第１項第２号の表（下記の表）の用途地
域区分に応じ、同表の規模の欄に掲げる規模の建築物のうち、共同住宅等であ
るもの 
[用途地域]        [規模] 
商業地域         敷地面積 500 ㎡以上又は延べ面積 2,000 ㎡以上 
近隣商業地域     敷地面積 500 ㎡以上又は延べ面積 1,500 ㎡以上 
上記以外の地域   敷地面積 400 ㎡以上又は延べ面積 1,000 ㎡以上 

※共用部へのマンホールトイレ設置について、集会の決議が必要となる。 
※特定の個人が使用する場合や既に助成金の交付を受けている場合を除く。 

助成等の内容 

・マンホールトイレ設置調査費用 
 助成対象経費の実支出額の２分の１（限度額５万、1000 円未満の端数は切り捨

て） 
 ※１建築物につき１回までとする。 
・マンホールトイレ設置費用（付属品の購入費を含む） 
 助成対象経費の実支出額の２分の１（限度額 95 万、1000 円未満の端数は切り捨

て） 
 ※１建築物につき１基までとする。 
※上部構造物及び雨水貯留タンクの設置工事費並びに送料を除く。 
※設置しようとする場所の近くに雨水貯留タンク（密閉構造であり、200L 以上の

貯水量のある既製品）を設置するか、これに相当する水源確保が可能なものに
限る。 

所管部署 総務部 防災危機管理課 

 

 

 

② 相談 

1) マンションアドバイザー制度利用助成 

名  称 マンションアドバイザー制度利用助成 

概  要 
公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターが実施する「マンション管

理アドバイザー制度」または「マンション建替え・改修アドバイザー制度」を利
用する管理組合等に対し、派遣料（税抜）を全額助成する。 

対  象 
アドバイザー制度を利用する区内の分譲マンションの管理組合等 
※ただし、建替え・改修アドバイザー制度のうち、B コース（検討書の作成）
は、昭和 56 年５月 31 日以前に建築確認を受けていること。 

助成等の内容 

〔助成金額〕 
管理アドバイザーA コース（講座編）              15,000 円 
管理アドバイザーB コース（相談編）              23,000 円～46,000 円 
管理アドバイザーC コース（支援編）              23,000 円～32,500 円 
建替え・改修アドバイザーA コース（入門編）      15,000 円又は 23,000 円 
建替え・改修アドバイザーA コース（検討書の作成）23,000 円～535,000 円 
※消費税、テキストの購入費、違約金等の費用は除く。 
※A コースオプションは助成対象、B コースオプションは助成対象外 

所管部署 都市計画部 住環境課 

 

 

 

最新の情報はこちら

からご確認ください 

最新の情報はこちら

からご確認ください 

注：記載の制度については令和７年度のものであり、今後変更となる可能性

があります。令和８年度以降の情報は区ホームページでご確認ください。 

 

 

注：記載の制度については令和７年度のものであり、今後変更となる可能性

があります。令和８年度以降の情報は区ホームページでご確認ください。 
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③ 不燃化特区 

1) 不燃化推進特定整備事業(不燃化特区事業) 

名  称 不燃化推進特定整備事業(不燃化特区事業) 

概  要 

不燃化特区に指定された大塚五・六丁目において、耐火性の高い建築物への建
替えを促進するため、建築物の除却工事費や建替えに伴う建築設計費・住替えに
要する費用等の一部を助成する。 

対  象 

ア 不燃化建替えの促進助成 
  耐用年数（22 年）の３分の２を経過している木造建築物（耐火建築物又は準

耐火建築物は除く。） 
イ 老朽建築物の除却助成 

昭和 56 年５月 31 日以前に建築された木造建築物であって、区の調査により
危険であると認められたもの（耐火建築物又は準耐火建築物は除く。） 

ウ 住替え助成 
(1) 不燃化建替えを行う建築物に継続して１年以上居住していること。 
(2) 仮住居は昭和 56 年６月１日以後に着工された建築物であること。（木造 

の仮住居の場合は、原則 2000 年基準を満たすもの） 

業務内容等 

 

ア 不燃化建替え促進助成（戸建住宅、共同住宅・長屋） 

区分 算定基準（戸建住宅） 算定基準（共同住宅・長屋） 

除却費 次のうち、いずれか低い額 
・除却建築物の延べ床面積×

25,000 円/平方メートル 
・実際に除却に要した費用 

同左 

建築 
設 計 費
（※１） 

建替えに伴って必要な建築設
計及び工事監理に要する費用
として区が定める額 
ただし、建替え後の建築物の助
成対象床面積は地上１～３階
までとする。 

イ）建築設計及び工事監理に要
した費用 

ロ）助成対象床面積に応じて区
が定める額 

イ,ロのいずれか低い額×助成
対象床面積率（住宅部分の割
合）×３分の２ 

  ※１ 助成対象床面積の合計は 300 ㎡を上限とする。 
イ 老朽建築物除却助成 

区分 算定基準 

除却費 次のうち、いずれか低い額 
・除却建築物の延べ床面積×25,000 円/平方メートル 
・実際に除却に要した費用 

ウ 住替え助成 

区分 算定基準 

転居一時金 
住居用家財移転費用（※２） 
家賃 

次のうち、いずれか低い額 
・世帯人数に応じて区が定める額 
・実際に移転に要した費用  

※２ 仮住居から建替え後の建築物への移転は助成対象外とする。 

所管部署 都市計画部 地域整備課 

 

 

 

 

 

 

 

 

最新の情報はこちら

からご確認ください 

注：記載の制度については令和７年度のものであり、今後変更となる可能性

があります。令和８年度以降の情報は区ホームページでご確認ください。 
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(3) 東京都の耐震診断・耐震改修等助成制度等一覧【参考】 

注：記載の制度については令和７年度のものであり、今後変更となる可能性がある。 

事
業
種
別 

所管部局 

担当課 
事業名 

助成対象 

概要 
戸
建
て
住
宅 

共
同
住
宅 

特定建築物 

そ
の
他
民
間
施
設 

学
校
等 

病
院
等 

社
会
福
祉
施
設
等 

耐
震
診
断
等 

生活文化局 

私学部私学振興課 

私立学校安全対策 

促進事業費補助金 

  ○    昭和56年５月31日以前に建築された私

立学校(幼小中学校)の校舎・園舍等 

保健医療局 

医療政策部 

救急災害医療課 

東京都医療施設 

耐震化促進事業 

   ○   救命救急センター、東京都指定二次医

療機関、救急告示医療機関等 

医療施設 

耐震化対策事業 

   ○   都内病院（救急告示医療機関を除く） 

東京都産業労働局 

商工部地域産業振興課 
政策課題対応型 
商店街事業 

     ○ 

昭和 56年以前に設置された商店街の

アーケード、アーチ 

福祉局 

障害者施策推進部 

施設サービス支援課 

社会福祉施設等 

耐震化促進事業 

    ○  

私立社会福祉施設等で昭和56年５月31

日以前に建築された施設又は平成12年

５月31日までに新築の工事に着手した平

屋建て若しくは２階建てで在来軸組工法

の木造の建物 

都市整備局 

市街地建築部 

建築企画課 

東京都戸建住宅等液

状化判定調査補助金 
○ ○     

建築基準関係規定に適合した地階を除く

階数が３以下の戸建住宅等（1,000㎡未

満の共同住宅を含む）を新築又は建て替

えにより建築するための敷地 

耐
震
改
修 

生活文化局 

私学部私学振興課 

私立学校安全対策 

促進事業費補助金 

  ○    昭和56年５月31日以前に建築された私

立学校(幼小中学校)の校舎・園舍等 

保健医療局 

医療政策部 

救急災害医療課 

東京都医療施設 

耐震化促進事業 

   ○   

救命救急センター、東京都指定二次医

療機関、救急告示医療機関、Is値が 0.3

未満の建物を有する病院等 

医療施設 

耐震化対策事業 

   ○   Is値 0.3以上 0.6未満の建物を有する都

内病院（救急告示医療機関を除く。） 

東京都医療施設耐震

対策緊急促進事業 

   ○   階数３以上延べ床面積 5,000ｍ2以上の

建築物を持つ病院 

東京都災害拠点病院

等施設整備事業 

   ○   東京都災害拠点病院のうち地方公共団

体及び地方独立行政法人以外の施設 

福祉局 

障害者施策推進部 

施設サービス支援課 

社会福祉施設等 

耐震化促進事業 

    ○  

私立社会福祉施設等で昭和 56年５月 31

日以前に建築された施設又は平成 12年

５月 31日までに新築の工事に着手した

平屋建て若しくは２階建てで在来軸組工

法の木造の建物 

産業労働局 

商工部 

地域産業振興課 

政策課題対応型 

商店街事業 

     ○ 

昭和 56年以前に設置され、過去に耐震

補強工事を実施していない商店街のアー

ケード、アーチ 
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資料編 

 

１．地震に関する地域危険度測定調査［第９回］(令和４年９月公表)における文京区の調査

結果 

町丁目名 地盤分類 

建物倒壊危険度 火災危険度 災害時 

活動困難 

係数 

総合危険度 

危険量 

（棟/ha） 
ランク※ 

危険量 

（棟/ha） 
ランク※ 

危険量 

（棟/ha） 
ランク※ 

大塚１丁目 台地１ 0.44 １ 0.01 １ 0.23 0.1 １ 

大塚２丁目 台地１ 0.79 １ 0.03 １ 0.17 0.14 １ 

大塚３丁目 台地１ 0.85 １ 0.01 １ 0.11 0.09 １ 

大塚４丁目 谷底低地３ 2.77 ２ 0.58 ３ 0.22 0.74 ３ 

大塚５丁目 台地１ 1.77 ２ 0.17 ２ 0.22 0.43 ２ 

大塚６丁目 台地１ 3.57 ３ 1.93 ４ 0.31 1.7 ４ 

音羽１丁目 谷底低地２ 1.47 ２ 0.02 １ 0.21 0.31 ２ 

音羽２丁目 谷底低地２ 1.41 ２ 0.04 １ 0.15 0.22 １ 

春日１丁目 台地１ 0.43 １ 0 １ 0.14 0.06 １ 

春日２丁目 台地１ 1.06 １ 0.05 １ 0.2 0.23 １ 

小石川１丁目 谷底低地３ 1.95 ２ 0.04 １ 0.13 0.26 ２ 

小石川２丁目 台地１ 1.64 ２ 0.1 ２ 0.26 0.44 ２ 

小石川３丁目 台地１ 2.44 ２ 0.1 ２ 0.27 0.69 ３ 

小石川４丁目 台地１ 1 １ 0.02 １ 0.2 0.21 １ 

小石川５丁目 台地１ 1.51 ２ 0.03 １ 0.11 0.17 １ 

後楽１丁目 谷底低地３ 0.1 １ 0 １ 0.12 0.01 １ 

後楽２丁目 谷底低地３ 2.32 ２ 0.11 ２ 0.13 0.31 ２ 

小日向１丁目 台地１ 1.26 ２ 0.06 １ 0.33 0.43 ２ 

小日向２丁目 台地１ 1.44 ２ 0.08 ２ 0.37 0.56 ２ 

小日向３丁目 谷底低地２ 3.24 ３ 0.28 ２ 0.35 1.23 ３ 

小日向４丁目 谷底低地２ 1.39 ２ 0.01 １ 0.2 0.28 ２ 

水道１丁目 谷底低地２ 1.57 ２ 0.03 １ 0.18 0.29 ２ 

水道２丁目 谷底低地２ 2.86 ２ 0.1 ２ 0.15 0.45 ２ 

関口１丁目 谷底低地２ 1.87 ２ 0.05 １ 0.11 0.22 １ 

関口２丁目 台地１ 0.42 １ 0 １ 0.25 0.11 １ 

関口３丁目 台地１ 0.72 １ 0.01 １ 0.23 0.17 １ 

千石１丁目 谷底低地２ 2.99 ３ 0.49 ３ 0.26 0.92 ３ 

千石２丁目 台地１ 2.17 ２ 0.2 ２ 0.29 0.69 ３ 

千石３丁目 台地１ 1.79 ２ 0.14 ２ 0.22 0.43 ２ 

千石４丁目 台地１ 3.46 ３ 0.95 ３ 0.18 0.78 ３ 

千駄木１丁目 台地１ 2.56 ２ 0.49 ３ 0.31 0.95 ３ 

千駄木２丁目 谷底低地２ 4.82 ３ 1.17 ３ 0.25 1.49 ４ 

千駄木３丁目 谷底低地２ 3.62 ３ 0.58 ３ 0.21 0.89 ３ 

千駄木４丁目 谷底低地２ 3.49 ３ 0.59 ３ 0.16 0.67 ３ 

千駄木５丁目 台地１ 3.29 ３ 2.28 ４ 0.32 1.78 ４ 

西片１丁目 台地１ 1.28 ２ 0.03 １ 0.21 0.27 ２ 
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西片２丁目 台地１ 2.25 ２ 0.24 ２ 0.27 0.68 ３ 

根津１丁目 谷底低地２ 2.84 ２ 0.29 ２ 0.19 0.61 ３ 

根津２丁目 谷底低地２ 6.42 ４ 1.55 ４ 0.19 1.53 ４ 

白山１丁目 谷底低地２ 3.79 ３ 0.36 ２ 0.16 0.68 ３ 

白山２丁目 台地１ 2.66 ２ 0.32 ２ 0.22 0.65 ３ 

白山３丁目 谷底低地２ 3.81 ３ 0.15 ２ 0.21 0.83 ３ 

白山４丁目 台地１ 2.43 ２ 0.55 ３ 0.36 1.07 ３ 

白山５丁目 台地１ 1.26 ２ 0.06 １ 0.19 0.25 ２ 

本駒込１丁目 台地１ 2.34 ２ 0.19 ２ 0.25 0.64 ３ 

本駒込２丁目 台地１ 1.52 ２ 0.22 ２ 0.28 0.48 ２ 

本駒込３丁目 台地１ 2 ２ 0.21 ２ 0.2 0.44 ２ 

本駒込４丁目 台地１ 2.5 ２ 0.15 ２ 0.1 0.27 ２ 

本駒込５丁目 台地１ 2.61 ２ 0.29 ２ 0.12 0.35 ２ 

本駒込６丁目 台地１ 0.72 １ 0.01 １ 0.08 0.06 １ 

本郷１丁目 台地１ 0.63 １ 0.01 １ 0.14 0.09 １ 

本郷２丁目 台地１ 1.44 ２ 0.03 １ 0.11 0.17 １ 

本郷３丁目 台地１ 1.3 ２ 0.02 １ 0.09 0.12 １ 

本郷４丁目 台地１ 2.73 ２ 0.13 ２ 0.23 0.65 ３ 

本郷５丁目 台地１ 2.84 ２ 0.37 ２ 0.33 1.04 ３ 

本郷６丁目 台地１ 2.72 ２ 0.19 ２ 0.25 0.72 ３ 

本郷７丁目 台地１ 0.04 １ 0 １ 0.12 0 １ 

向丘１丁目 台地１ 2.32 ２ 0.25 ２ 0.2 0.52 ２ 

向丘２丁目 台地１ 2.16 ２ 0.23 ２ 0.2 0.49 ２ 

目白台１丁目 台地１ 0.9 １ 0.02 １ 0.3 0.27 ２ 

目白台２丁目 台地１ 1.65 ２ 0.12 ２ 0.16 0.29 ２ 

目白台３丁目 台地１ 2.13 ２ 0.25 ２ 0.33 0.79 ３ 

弥生１丁目 台地１ 0.66 １ 0.02 １ 0.13 0.09 １ 

弥生２丁目 台地１ 1.15 １ 0.03 １ 0.21 0.25 ２ 

湯島１丁目 台地１ 0.48 １ 0 １ 0.09 0.04 １ 

湯島２丁目 台地１ 1.78 ２ 0.08 ２ 0.1 0.19 １ 

湯島３丁目 台地１ 2.13 ２ 0.05 １ 0.1 0.23 １ 

湯島４丁目 台地１ 1.22 １ 0.05 １ 0.21 0.26 ２ 

注：地域危険度のランクは５段階（１～５）の相対評価としている。ランクの数字が大きくなるほど、危険性が高い評価と

なる。 

出典：東京都不燃化ポータルサイト、地震に関する地域危険度測定調査 地域危険度一覧表（区市町別）文京区 

https://www.funenka.metro.tokyo.lg.jp/area-hazard-level/regional-risk-list/bunkyo/index.html 
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２．文京区地震防災マップ 

 

 

  

詳しくはこちらから

ご確認ください 
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詳しくはこちらから

ご確認ください 
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３．耐震化の推進による被害軽減効果 
出典：首都直下地震等による東京の被害想定報告書（令和４年３月）P.7-1 より抜粋 
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４．総合到達率と区間到達率について 
出典：東京都耐震改修促進計画（改定）令和５年３月 

 

 

 

 

  

○ 目的 

特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断を義務付けた耐震化推進条例に基づく取組により、

沿道建築物の耐震診断実施率が 97.7％（令和元年 12月末時点）になり、路線ごとに建築物の位

置と耐震性能がほぼ把握できた。 

緊急輸送道路としての機能を確保するためには、任意の地点に到達できるようにすることが重

要である。このため、特定緊急輸送道路全体を捉えた評価指標として、区間到達率及び総合到達

率を導入し、シミュレーションにより算出した。 

○ 区間到達率とは 

区間ごとの通行機能を評価する指標であり、当

該区間に都県境入口の過半から到達できる確率を

シミュレーションにより算出したものである。 

＜区間とは＞ 

交差点や中央分離帯の開口部により道路を

区分した各部分をそれぞれ区間としている。 

＜区間到達率の算出方法＞ 

①シミュレーションを 10000回実施 
②都県境入口の過半から到達できた回数 

の割合を算出（＝区間到達率） 

■特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化と道路機能確保に係るシミュレーション 

図１ 区間のイメージ 

図２ 区間到達率の算出イメージ 

○ 総合到達率とは 

特定緊急輸送道路全体の通行機能を評価する指標であり、区間到達率を道路全体で加重平均

して算出したものである。 

A区間の区間到達率×A区間の道路延長 

＋B区間の区間到達率×B区間の道路延長 

＋C区間の区間到達率×C区間の道路延長 
＋・・・・・ 

総合到達率 ＝  

全道路延長 

都県境入口の過半から到達できる区間 
上記以外の区間 

区間到達率 

建物

●

●

●

●
中央分離帯
開口部

区間

25% 50% 75% 100% 

進入地点 
都県境 

１回目 ２回目 

３回目 
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○ シミュレーションの設定条件 

・地震強度：被害想定などを踏まえ、 都全域を「震度６強」（最大速度 66cm/s）に設定 

・倒 壊 率：設定した地震強度における Is値と建物倒壊率（被害率）の関係を基に推定 

・使用する道路：東京都内の特定緊急輸送道路のみ 

・進入地点：都県境入口の全 50地点 

・建物の倒壊方向：前面道路に倒壊する確率を 1/2 として設定 

・中央分離帯及び交差点（中央分離帯の開口部）を設定 

図３ 使用する道路（特定緊急輸送道路）           図４ 通行イメージ 

○ シミュレーションの結果と目標設定 

図５ 特定緊急輸送道路沿道建築物の目標設定のイメージ 

【令和元年 12月末時点】 
必要な通行機能を確保できない 

区間がある 

【令和 17 年度末時点】 
孤立する区間が解消し、必要な 

通行機能が確保できる 

【令和７年度末時点】 
孤立する区間がほぼ解消し、必要

な通行機能がおおむね確保できる 

倒壊建物 

倒壊建物 

◆総合到達率：91.1％ ◆総合到達率：99％ ◆総合到達率：100％ 
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図６ 耐震化の効果のイメージ 

（参考）区間到達率算出における耐震化の効果 

区間 Aの建物 aが耐震化されると、区間 Aの区間到達率が改善されるだけでなく、区 

間 B・Cの区間到達率も改善される。 

東京都全域の区間到達率 【出典 ： 東京都耐震ポータルサイト】 
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令和８年３月 
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